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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第95期 第96期 第97期 第98期 第99期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 116,230 119,365 121,274 135,864 120,011

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 3,499 4,439 4,899 5,323 △1,778

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 1,078 801 921 △1,873 △12,785

純資産額 (百万円) 23,153 23,982 26,305 25,360 10,338

総資産額 (百万円) 108,393 106,337 118,202 118,535 105,836

１株当たり純資産額 (円) 204.09 211.05 231.96 223.32 91.18

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 9.20 6.67 7.73 △16.52 △112.75

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 7.42 ― ─

自己資本比率 (％) 21.4 22.6 22.3 21.4 9.8

自己資本利益率 (％) 4.6 3.4 3.7 ― ─

株価収益率 (倍) 62.8 78.7 95.8 ― ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,256 7,955 3,371 14,937 2,712

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,989 △5,467 △7,293 △11,736 △7,803

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,723 △821 4,278 △5,439 13,852

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 4,269 6,088 6,863 4,682 12,814

従業員数 (人) 17,056 19,133 20,917 21,402 19,444

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　第95期および第96期における、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在してい

ないため記載していない。第98期および第99期については、１株当たり当期純損失であるため記載していな

い。

３　第97期から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用している。

４　第98期から、純資産の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第95期 第96期 第97期 第98期 第99期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 94,405 97,154 107,020 123,945 114,654

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 1,325 2,922 5,033 3,566 △1,197

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 976 971 923 △2,498 △11,785

資本金 (百万円) 12,990 12,990 12,990 12,990 12,990

発行済株式総数 (株) 113,516,066113,516,066113,516,066113,516,066113,516,066

純資産額 (百万円) 25,240 25,849 26,314 23,270 11,282

総資産額 (百万円) 88,101 88,098 97,156 105,900 95,176

１株当たり純資産額 (円) 222.49 227.51 232.03 205.22 99.50

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
3.00
(―)

4.00
(―)

4.00
(―)

―
(―)

─
(─)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 8.31 8.17 7.75 △22.03 △103.93

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 7.44 ― ─

自己資本比率 (％) 28.6 29.3 27.1 22.0 11.9

自己資本利益率 (％) 4.0 3.8 3.5 ― ─

株価収益率 (倍) 69.5 64.3 95.5 ― ─

配当性向 (％) 36.1 49.0 51.6 ― ─

従業員数 (人) 1,648 1,567 1,455 2,572 2,552

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　第95期および第96期における、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在してい

ないため記載していない。第98期および第99期については、１株当たり当期純損失であるため記載していな

い。

３　第97期から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会　平成14年８月９日)）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6号）を適用している。

４　第98期から、純資産の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用している。
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２ 【沿革】

　

年月 沿革

昭和13年４月 日本電信電話㈱(当時の逓信省)の勧奨により、広く通信機器用金属材料の国産化を図るために、日

本電気㈱、住友金属工業㈱、富士通㈱、沖電気工業㈱、㈱日立製作所などの共同出資によって宮城県

仙台市に日本特殊金属㈱(資本金150万円)を設立

13年９月 東北大学金属材料研究所の増本量博士の発明に係わるセンダスト合金を企業化するために、同博

士の指導を得て設立された東北金属工業㈱を吸収合併し、東北金属工業㈱に改称

36年９月 株式を東京証券取引所に上場、市場第二部銘柄に指定

36年10月米国３Ｍ社との技術提携により、カシュー製品の企業化を目的として、東北化工㈱を設立

38年２月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定替え

41年４月 酸化イットリウムの企業化を目的として、三井金属鉱業㈱と共同で日本イットリウム㈱を設立

46年７月 仙台事業所西浦工場を新設

48年９月 電子機器用部品の製造を目的として、台湾東金電子股?有限公司(現台湾恩益禧東金電子股?有限

公司)を設立

51年６月 電子デバイスの販売を目的として、トーキン商事㈱(現NT販売㈱)を設立

55年12月つくば事業所を新設

57年４月 マイクロモーター用フェライトマグネットの製造・販売を主たる事業とする北光電子㈱を子会社

に編入

59年11月フェライトコアおよび電子デバイスならびにその応用機器の増産を目的として、㈱トーキン白石

を設立

60年３月 米国市場開拓のため、カリフォルニア州サン・ノゼ市に販売会社Tokin America Inc.(現

NEC TOKIN America Inc.)を設立

63年８月 東南アジアの販売拠点として、香港にTokin Electronics(HK) Ltd.(現NEC TOKIN Hong Kong 

Ltd.)を設立

63年10月社名を株式会社トーキンに変更

平成２年10月 欧州拠点の販売強化を図るため、ドイツにTokin Europe GmbH(現NEC TOKIN Europe GmbH)を設立

３年４月 白石事業所を新設

５年７月 電子応用機器部門の一部を分離し、㈱トーキンシステムエンジニアリングを設立

５年10月 ㈱トーキン白石を吸収合併

６年４月 中国の生産拠点として、東金科技(厦門)有限公司(現NEC東金電子(厦門)有限公司)を設立

７年１月 セラミックコンデンサ等の製造・販売を主たる事業とする兵庫日本電気㈱(現NECトーキン㈱兵庫

事業所)を子会社に編入

８年11月 東南アジアビジネスの統括拠点としてTokin Singapore Pte. Ltd.(現 NEC TOKIN Singapore

Pte. Ltd.)を設立、Tokin Electronics(HK)Ltd.(現 NEC TOKIN Hong Kong Ltd.)をその子会社化

９年２月 東南アジアの生産拠点拡大のため、Tokin Singapore Pte. Ltd.(現NEC TOKIN Singapore Pte. 

Ltd.)の子会社としてTokin Electronics(Vietnam)Co.,Ltd.(現NEC TOKIN Electronics(Vietnam)

Co.,Ltd.)を設立

14年２月 ㈱トーキンシステムエンジニアリングを吸収合併

14年４月 日本電気㈱の「キャパシタ」「電池」「EMデバイス」の３事業を「分社型吸収分割」により統

合、生産拠点としてNECトーキン富山㈱、NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd.、NECトーキン

栃木㈱およびNECトーキン岩手㈱の４社を承継し、社名をNECトーキン株式会社に変更

14年９月 日本電気㈱との３事業統合の一環として、NEC TOKIN Electronics(Philippines)Inc.を設立(14年

６月)、日本電気㈱の子会社であるNEC Components Philippines Inc.よりEMデバイス事業を譲受

14年12月中国の生産拠点として、NEC東金電子(呉江)有限公司を設立

15年６月 東南アジアの販売拠点拡大のため、NEC TOKIN Thailand Co.,Ltd.を設立

16年３月 NECトーキン商事㈱は東和商事㈱を吸収合併し、NT販売㈱に社名変更

17年３月 台湾恩益禧東金電子股?有限公司の全持分を売却

18年３月 東北化工㈱の全株式を売却

18年４月 NECトーキン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン兵庫㈱、NECトーキン岩手㈱の４社を吸収合

併

18年７月 トーキン商工㈱を吸収合併

18年９月 北光電子㈱の全株式を売却

18年12月韓国の販売拠点として、NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.を設立

19年４月 NT販売㈱の全株式の一部を売却
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社20社および関連会社３社で構成される。また、当社は日本電気株式会社の

連結子会社である。

各事業に係る位置付けは次のとおりである。

　

品　目 主要製品及び主要用途 主な製造子会社及び関連会社 主な販売子会社及び関連会社

エネルギー

デバイス

［主要製品］

　リチウムイオン二次電池、導電

性ポリマー電池、大容量電気二

重層コンデンサ、プロードライ

ザ、チップタンタルコンデンサ、

導電性高分子タンタルコンデン

サ

［主要用途］

　情報通信機器、情報端末機器、

通信機器、AV機器、計測機器、OA

機器、自動車用電装機器

［子会社］

NEC TOKIN Electronics 

　(Thailand) Co.,Ltd.

NEC東金電子(呉江)有限公司

［子会社］

NEC TOKIN America Inc.

NEC TOKIN Singapore Pte.

　Ltd.

NEC TOKIN Hong Kong Ltd.

NEC TOKIN Shenzhen

　Co.,Ltd.

NEC TOKIN Shanghai

　Co.,Ltd.

NEC TOKIN International

　Procurement(HK)

　Co.,Ltd.

台湾恩益禧東金

　股?有限公司

NEC TOKIN Europe GmbH

NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.
　　
　　
［関連会社］

NT販売㈱

NT Sales Hong Kong Ltd.

ネットワーク

デバイス

［主要製品］

　パワーリレー、シグナルリ

レー、ＩＣカード＆タグ、カード

機器＆システム、ＰＯＴＳスプ

リッタ

［主要用途］

　自動車用電装機器、通信システ

ム機器、交通システム機器、流通

システム機器、防犯機器、娯楽機

器、公共機器、OA機器

［子会社］

NEC TOKIN Electronics 

　(Philippines) Inc.

ファンクショ

ナルデバイス

［主要製品］

　フェライト磁性材料、金属ダス

ト磁性材料、圧電材料、永久磁石

材料、形状記憶合金、ノイズフィ

ルタ、バスタレイド、トランス、

パワーインダクタ、圧電イン

バータ、積層圧電アクチュエー

タ、圧電ジャイロ、音響デバイ

ス、温度センサ、電流センサ、磁

気センサ、電波暗室、リードス

イッチ

［主要用途］

　AV機器、OA機器、FA機器、計測制

御機器、通信機器、家電機器、自

動車用電装機器、医療機器、情報

端末機器

［子会社］

NEC TOKIN Electronics

　(Vietnam) Co.,Ltd.

NEC東金電子(厦門)有限公司

㈱トーキンマシナリー

㈱トーキンEMCエンジニアリン

グ

　　

　　

［関連会社］

日本イットリウム㈱
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上記の事項を事業系統図によって示すと次のとおりである。

　

　

(注)1.NEC TOKIN America Inc.、NEC TOKIN International,Inc.およびTokin Magnetics,Inc.は、平成19年４月１日付

で合併し、NEC TOKIN America Inc.となった。（存続会社であるNEC TOKIN International,Inc.が消滅会社であ

るNEC TOKIN America Inc.の社名に社名変更した。）

　　2.当社は、平成19年４月２日付でNT販売㈱の全株式の51％を売却した。（NT Sales Hong Kong Ltd.は、NT販売㈱が全

株式を所有している。）

　　3.NEC TOKIN Thailand Co.,Ltd.は、平成19年８月８日に解散し、平成20年１月23日に清算を結了した。
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４ 【関係会社の状況】

　

名　　　称 住　所
資本金
又は出資金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
又は〔被所有〕
割合(％)

関　係　内　容

(親会社)

東京都港区 337,939

コンピュータ、通信機
器、ソフトウエア等の
製造および販売ならび
に関連サービスの提供
を含むＩＴ・ネット
ワークソリューション
事業

〔(1.05)〕
〔 52.34 〕

当社の販売先、資金調達先であ
る。
役員の兼任等は、２名である。

日本電気㈱

＊２

＊３

(連結子会社)

NEC TOKIN America Inc.

米国 
カリフォルニア
州
サンノゼ市

百万米国ドル 
8
電子材料・部品の販売 100.00

当社の販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Singapore Pte. 
Ltd.　　　　　　　　 ＊１

シンガポール
百万シンガ
ポールドル

17
電子材料・部品の販売 100.00

当社の販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Hong Kong Ltd.
　　　　　　　　　　 ＊１
　　　　　　　　　 　＊３

中国
香港

百万香港ドル
5
電子材料・部品の販売

(100.00)
100.00

当社の販売先である。
役員の兼任等は、５名である。

台湾恩益禧東金股?
有限公司　　　　　　 ＊１

台湾
台北市

百万台湾ドル
25

電子材料・部品の販売 100.00
当社の販売先である。
役員の兼任等は、６名である。

NEC TOKIN Europe GmbH
ドイツ
ノイス市

百万ユーロ
6
電子材料・部品の販売 100.00

当社の販売先である。
役員の兼任等は、６名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd.

＊１

タイ
パトゥムタニ県

百万タイ
バーツ
1,408

電子部品の製造販売 100.00
当社の仕入先であり、債務保証
をしている。
役員の兼任等は、５名である。

NEC東金電子(呉江)
有限公司　　　　　　 ＊１

中国
呉江市

百万米国ドル
40

電子材料・部品の製造
販売

100.00
当社の仕入先であり、債務保証
をしている。
役員の兼任等は、６名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Philippines) Inc.

フィリピン
カランバ市

百万フィリピ
ンペソ
541

電子部品の製造販売 100.00
当社の仕入先であり、債務保証
をしている。
役員の兼任等は、５名である。

NEC TOKIN Electronics 
(Vietnam) Co.,Ltd.

＊３

ベトナム
ビエンホア市

百万米国ドル
8
電子部品の製造販売

(60.47)
100.00

当社の仕入先であり、債務保証
をしている。
役員の兼任等は、５名である。

NEC東金電子(厦門)
有限公司　　　　　　＊１
　　　　　　　　　　＊３

中国
厦門市

百万米国ドル
31

電子材料・部品の製造
販売

(17.42)
100.00

当社の仕入先であり、債務保証
をしている。
役員の兼任等は、４名である。

その他10社

(持分法適用関連会社)
NT販売㈱

東京都港区 310電子材料・部品の販売 49.00
当社の販売先である。
役員の兼任等は、４名である。

日本イットリウム㈱ 福岡県大牟田市 400
希土類金属および希土
類化合物の製造販売

30.00
当社の販売先である。
役員の兼任等は、２名である。

その他１社

＊１：特定子会社に該当する。

＊２：有価証券報告書の提出会社である。

＊３：議決権の所有割合欄(　)数字は間接所有割合(内数)である。

　４：㈱トーキンEMCエンジニアリングについては、平成19年８月の増資により債務超過を解消している。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年３月31日現在

事業部門等の名称 従業員数(人)

エネルギーデバイス事業部門 6,749

ネットワークデバイス事業部門 1,045

ファンクショナルデバイス事業部門 9,787

管理部門等 1,863

合計 19,444

(注)１　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員である。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

2,552 42.7 20.5 6,630

(注) １　従業員数は他社からの受入出向者を含み、他社への出向者および休職者を除いている。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいる。

　

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、ＮＥＣトーキン労働組合（組合員数2,102人 平成20年３月31日現在）と称し、ＮＥ

Ｃトーキングループ労働組合協議会に加盟している。また、ＮＥＣトーキングループ労働組合協議会は、

上部団体の全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟している。

なお、労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業　績

当連結会計年度のわが国経済は、年度前半においては、好調な海外経済を背景に輸出を中心として概ね

好調さが継続し、パソコンや携帯電話といった主要機器を中心にした電子機器市場や電子部品市場も好

調に推移しました。しかしながら、年度後半に入り、米国のサブプライムローン問題や原油・資源価格の

高騰継続、ならびに急速な円高などの影響を受け、電子部品市場を含めた景気減速感が増大しました。

このような状況下、当社主力製品のキャパシタやＥＭＣ製品は、パソコンやデジタル家電市場における

年度後半の市場伸長鈍化と主要顧客の在庫調整の影響で第４四半期における売上高が大きく減少いたし

ました。また、角型リチウムイオン二次電池の事業体制見直し、ならびに販売子会社であったＮＴ販売株

式会社が連結対象外となったことによる売上高減少もあり、当連結会計年度の連結売上高は、1,200億11

百万円（前年同期比11.7％減）となりました。

損益面では、売上高減少に伴い連結営業利益が５億75百万円（前年度連結営業利益47億72百万円）と

なり、さらに、為替差損等の影響もあり、連結経常損失は17億78百万円（前年度連結経常利益53億23百万

円）となりました。

また、角型リチウムイオン二次電池の事業体制見直しに伴う構造改革による特別損失、繰延税金資産の

取崩し等により、連結当期純損失は127億85百万円（前年度連結当期純損失18億73百万円）となりまし

た。

また、当期の単独売上高は、1,146億54百万円（前年同期比7.5％減）、単独営業損失14億83百万円（前

年度単独営業利益17億48百万円）、単独経常損失11億97百万円（前年度単独経常利益35億66百万円）、単

独当期純損失117億85百万円（前年度単独当期純損失24億98百万円）となりました。

当期の業績につきまして、当初の予想から一転し、多額の損失を計上せざるを得ない結果となったこと

に鑑み、配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたく存じます。

　

事業部門別の営業の概況は以下のとおりです。

　

①エネルギーデバイス事業部門

当事業部門は、タンタルキャパシタ、電気二重層キャパシタ、プロードライザを扱うキャパシタ事業

と、角型リチウムイオン二次電池、大容量ラミネート型リチウムイオン二次電池を扱う電池事業で構成

されています。

キャパシタ事業は、ゲーム機やノートパソコンを主力市場としているタンタルキャパシタやプロー

ドライザの需要の拡大を主な牽引力に、第３四半期までは売上高は大きく伸長しました。しかしなが

ら、昨年12月から、ノートパソコン市場における当社の主力顧客において需要が鈍化し、受注が急激に

落ち込んだことにより、当連結会計年度における売上高は前期並みに終わりました。

電池事業は、安全性に優れ急速充放電対応の特徴を持つ大容量ラミネート型リチウムイオン二次電

池において、電動アシスト自転車向けをはじめとする需要および採用の拡大により売上が伸長しまし

たが、角型リチウムイオン二次電池において、事業体制の見直しの影響により売上高が大幅に減少しま

した。

このような結果、当事業部門の売上高は、627億78百万円（前年同期比9.2％減）となりました。
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②ネットワークデバイス事業部門

当事業部門は、リードスイッチ、自動車電装用と通信インフラ用のリレーを扱うＥＭデバイス事業

と、磁気カード、ＩＣカードやＩＣタグ、そして、それらへ情報を書き込み、読み取るリーダライタ機器

などを扱うアクセスデバイス事業で構成されています。

ＥＭデバイス事業は、新製品を登用した自動車電装用リレーが売上増となった一方、通信インフラ用

シグナルリレーで第３四半期に入り欧米向けの需要が急減速したことと、リードスイッチでアミュー

ズメント機器向けの需要伸長が鈍化し当社の主力顧客が在庫調整に入ったことにより、ＥＭデバイス

事業全体としての売上は前連結会計年度並みとなりました。

アクセスデバイス事業は、ＩＣカードの拡販が進展しましたが、磁気カード市場が大幅に縮小してい

ることにより、売上減となりました。

このような結果、当事業部門の売上高は、170億18百万円（前年同期比5.6％減）となりました。

　

③ファンクショナルデバイス事業部門

当事業部門は、コイル、トランス、磁性シートなど、磁性材料技術をベースにするＥＭＣ事業と、イン

バータ、ジャイロ、アクチュエータなど誘電体材料技術をベースにする圧電セラミック応用製品事業で

構成されています。

ＥＭＣ事業では、新型チョークコイルＭＰＣシリーズの採用がノートパソコン市場やゲーム機市場

で進展しました。また、既存のコイル・トランス部品もデジタル家電市場や自動車市場で需要が拡大し

ました。しかしながら、昨年末から当事業の主要市場であるパソコン市場やデジタル家電市場において

需要伸長が鈍化したことによる影響を受け、売上減となりました。

圧電セラミック応用製品事業では、アクチュエータにおいてカメラ付携帯電話およびデジタルカメ

ラのレンズモジュール用途での採用が大きく進展しました。

また、当事業部門ではＮＴ販売株式会社が当連結会計年度から連結対象外となったことにより、前年

同期比において売上減の影響が生じました。

このような結果、当事業部門の売上高は、402億14百万円（前年同期比17.5％減）となりました。

　

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。なお、各セグメントの売上高にはセグメント間取引

を相殺しておりますが、損益にはセグメント間取引を含んでおります。

　

①日本

国内エレクトロニクス業界において、薄型テレビは年間を通じ需要・生産ともに拡大しましたが、パ

ソコンやデジタルカメラなどは年度後半に市場伸長が鈍化しました。また、携帯電話は国内ではほぼ飽

和状況となり需要一巡しております。

このような市場環境の中、国内市場におきましては、当社グループとして従来から客先との間で進め

てきた「設計段階からのデザインイン活動」を促進し、デジタルカメラ・携帯電話用圧電アクチュ

エータ、携帯電話用アンテナモジュールなどの売上が拡大いたしましたが、キャパシタ・ＥＭＣ製品な

どの売上は減少しました。

事業体制を見直している角型リチウムイオン二次電池では、主要顧客からの受注不振などにより、当

社からの海外向け直接販売が減少しました。また、国内販売子会社の株式譲渡に伴い、売上高の減少が

生じました。

このような結果、国内での売上高は688億54百万円（前年同期比19.6％減）、営業損失は13億７百万

円（前年度営業利益17億55百万円）となりました。
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②アジア

主力製品であるタンタルキャパシタは、台湾におけるノートパソコンの生産増にともない、売上が大

幅に伸びました。また、携帯電話・デジタルカメラ向けの売上も前年同期を上回りました。

その他の製品につきましては、圧電アクチュエータ（デジタルカメラ向け）、電磁ノイズ対策品・コ

イル（ノートパソコン・携帯デジタルオーディオ・ゲーム機向け）の需要が堅調でした。通信市場向

けのシグナルリレーならびに自動車向けのパワーリレーは欧米からの生産シフトにより売上拡大が進

みました。

一方、損益面では、取引通貨である米ドルに対するアジア通貨の上昇や販売競争激化により前年同期

比で減益となりました。

このような結果、売上高は444億18百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益は18億56百万円（前年同

期比30.1％減）となりました。

　

③北米

北米におきましては、サーバー、パソコン・周辺機器、携帯デジタルオーディオ、携帯電話を中心にデ

ザインイン活動を続けており、アジア地域の売上に大きく貢献しております。

一方で、顧客のアジア地域への生産移管が進んだため、売上高は引続き減少しました。

このような結果、売上高は11億45百万円（前年同期比24.5％減）、営業利益は１億18百万円（前年同

期比55.3%増）となりました。

　

④欧州

主要顧客へのデザインイン活動も進んでおり、主力製品の自動車用パワーリレーは新製品への切り

替えが順調に進み販売数量は増えましたが、販売価格が下がり売上は前年同期並みにとどまりました。

このような結果、売上高は55億93百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は36百万円（前年同期比

30.8％減）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べて81億32百

万円増加し128億14百万円となりました。

　

キャッシュ・フローの主な状況は次のとおりです。

　

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動により増加した資金は27億12百万円（前年同期比122億24百万円

減）となりました。これは、税金等調整前当期純損失が62億39百万円、仕入債務の減少が28億67百万円、

製品引取損失引当金の減少が28億３百万円となったものの、減価償却費が95億66百万円および売上債

権の減少が57億７百万円となったためであります。

　

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動により減少した資金は78億３百万円（前年同期比39億32百万円

増）となりました。これは、資金増加要因として、短期貸付金の減少が33億７百万円ありましたが、一方

有形固定資産の取得による支出が111億18百万円あったためであります。

　

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動により増加した資金は138億52百万円（前年同期比192億91百万円

増）となりました。これは、短期借入金の増加が124億73百万円およびセール・アンド・リースバック

による収入が14億75百万円あったためであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

　

事業部門の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 64,267 △6.3

ネットワークデバイス 16,692 △5.4

ファンクショナルデバイス 39,932 △13.1

合計 120,891 △8.6

(注) １　金額は、販売価格による。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

　

事業部門の名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 63,184 △8.1 7,074 6.7

ネットワークデバイス 17,168 △3.3 1,391 15.1

ファンクショナルデバイス 40,018 △18.2 6,147 △16.5

合計 120,371 △11.1 14,614 △3.8

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。

　

事業部門の名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

エネルギーデバイス 62,778 △9.2

ネットワークデバイス 17,018 △5.6

ファンクショナルデバイス 40,214 △17.5

合計 120,011 △11.7

(注)１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

佐鳥電機㈱ ─ ─ 24,419 20.3

三信電気㈱ 23,528 17.3 23,744 19.8

 ※前連結会計年度の佐鳥電機㈱については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略した。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループの対処すべき課題は以下のとおりです。

　

(1) 財務体質の改善

当社グループは、当連結会計年度の業績悪化により純資産が減少し、有利子負債が増加しました。この

ため、早急な業績回復と同時に、財務体質を改善し、成長分野への投資や構造改革に必要な資金を確保し

ていくことは重要な経営課題となっています。当社グループは、今後、利益捻出と資産効率化による内部

資金調達を基本としつつも、外部からの資金調達を随時活用し、財務体質の改善を進めてまいります。

　

(2) 販売戦略の見直し

当社グループは従来、ノートパソコン、ゲーム機、通信インフラの市場を中心に売上を拡大してきまし

たが、今後も継続的に成長していくためには、これまで充分に開拓できていなかった携帯電話、デジタル

家電、自動車電装といった市場での売上拡大が不可欠です。これを実現すべく、ターゲットの明確化、顧客

の要求を先取りした新製品の開発促進、さらにそれを梃子とした顧客へのソリューションの提供を三位

一体的に進めてまいります。

また、販売チャネルに関しては、販売店と当社の役割分担を明確化することで、販売店の有する営業リ

ソースを最大限に活用し、顧客へ提供するトータルサポートの質的な向上を目指します。

　

(3) 事業基盤の強化

当連結会計年度においては、電池事業について、ラミネート電池事業の強化と角型電池事業の再編・効

率化を実施し、新たな事業基盤への移行を図りました。

今後も事業展開や成長戦略を進めるにあたり、引続き製品構成の見直しや、ビジネスプロセス改革に積

極的に取り組んでまいります。また、連結経営情報システムや、人材開発制度につきましても、事業環境の

変化に見合った形に順次発展させ、事業基盤の強化を目指します。

　

(4) 成長事業の経営戦力化

当社グループの保有する独自素材技術を活用した成長事業（ラミネート電池、プロードライザ、マイク

ロインダクタ、圧電デバイス、ＲＦＩＤ）を経営の柱に育てるため、積極的な経営リソースの投入を図っ

ております。特に、独自のマンガン材料をベースとしたラミネート電池は、安全性が高く大型化が可能で

あるため、電気自動車や電力貯蔵など環境分野への応用が期待されており、今後の事業の柱としていく計

画です。

　

(5) 研究開発の強化

東北大学を中心とした産学連携や、ＮＥＣグループを中心とした企業アライアンスを積極的に活用し、

基盤技術、技術資産、人材の戦略的な形成と強化を図ってまいります。さらに、当社グループの保有技術を

活かし、グローバルなアライアンスやコラボレーションにより、活力あるビジネスモデルを構築してまい

ります。

　

(6) 生産体制の強化

従来から実施している生産革新活動を今後も継続推進すると同時に、生産拠点や事業組織の最適化を

推進します。特に、海外量産によるコスト低減と、国内での技術開発を有機的に結びつけることにより、総

合的な生産力強化を目指します。

EDINET提出書類

ＮＥＣトーキン株式会社(E01778)

有価証券報告書

 14/120



　

　

４ 【事業等のリスク】

当社グループが直面している事業等のリスクは次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当連

結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

　

(1) 経済情勢の変動

当社グループはパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタル家電などの市場に対し、重要な部品の供

給を行っておりますが、これらの市場は経済情勢に左右される最終消費者の消費動向に影響を受けるこ

とから、この市場における部品需要の動向は極めて変動的であり、経済情勢の変動が当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。

　

(2) 原材料および輸送費などの価格の高騰

一次産品の値上がり傾向がある中、当社グループの主要製品に使用する一部原材料の値上がりおよび

原油価格の上昇によりもたらされる輸送費などの値上がりは、当社グループの製造原価、販売経費を上昇

させ、業績に影響を与える可能性があります。

　

(3) 海外における企業活動に付随するリスク

当社グループは、中国、東南アジアでの生産基地の拡張を進めており、また欧米、アジア全般にわたり販

売拠点を設けております。これら海外での事業活動については法律、規制などの予期できない変更による

不利益、テロ、戦争などの混乱による影響などのリスクが内在しております。

特に中国に関しては当社グループが中国での生産基地の増強を図っていることから、政治的社会的混

乱、税制や規制など制度の変更、人民元の切上げ、電力その他事情の変動などが業績に影響を及ぼすリス

クがあります。

　

(4) 為替レート、金利の変動

当社グループは海外での生産、販売が業績の重要な部分を占めております。これら海外子会社での現地

通貨あるいは決算通貨は、連結決算にあたって円換算されますが、その際の決算レートの変動により影響

を受けます。一般に他の通貨に対する円高は業績に悪影響を及ぼし、円安は好影響をもたらします。

当社グループは為替変動のリスクに対し、短期的には各種ヘッジ対策を講じてそのリスクの最小化に

努めておりますが、中期的な諸計画については為替レートの変動による影響を受ける可能性があります。

さらに、当社グループは金利の変動リスクにも晒されており、リスク回避のための様々な対策を講じて

おりますが、かかるリスクは当社グループの事業経費の増加、資産・負債の価値の変動、金利負担の増加

を招く可能性があります。

　

(5) 資金調達

当社が締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものもあり、抵触した場合には、期

限の利益を喪失し、一括返済を求められる可能性があります。

　

(6) 在庫リスク

当社グループの製品の大半は、顧客の仕様に合わせて作られており、受注に迅速に対応するため、予測

に基づき製品を生産しておりますが、予測通りに受注できない可能性もあります。顧客生産情報の入手、
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生産革新活動によるリードタイムの短縮などリスクヘッジに努めておりますが、不測の事態で在庫の評

価損や処理損を計上する可能性もあり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性がありま

す。

　

(7) 他社との競合と価格下落圧力

当社グループの製品は、それぞれ国内外の多数の競合他社との競争に晒されており、競争激化のため、

製品価格は常に下落圧力を受けております。当社グループは、コスト削減や高付加価値品の開発などによ

りかかる競争や価格下落に対応しておりますが、他社との競争が、当社グループの業績や財政状態に影響

を与える可能性があります。

　

(8) 新製品の開発

当社グループが、競争力を維持し、成長していくためには、新製品の開発が重要となります。そのため

に、相当な費用を投入し、新製品の開発を行っておりますが、その結果、開発費用の負担が、当社グループ

の業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

　

(9) 事業構造改革の実施

当社グループは、競争環境が激しくなる中、拠点の統廃合、生産革新活動の展開、歩留・品質改善活動の

推進などにより、既存事業の収益力、生産性、効率性の向上を追求する事業構造改革を実施しており、今後

もさらに進める計画でおりますが、これらの諸施策の成否が当社グループの業績や財政状態に影響を与

える可能性があります。

　

(10) 技術革新への対応

当社グループが製品を提供する市場は、急速に進展する技術、新製品の頻繁な導入といった特徴を有し

ており、当社グループの顧客も当社グループが革新的な製品をタイムリーにかつコストの点からも効果

的に開発・製造することを期待しています。しかしながら、当社グループの新技術、新製品への対応がう

まくいかない場合には、当社グループは、顧客の期待に応えられず、その結果、当社グループの業績や財政

状態に影響が及ぶ可能性があります。

　

(11) 品質管理および製造物責任

当社グループは、品質管理基準の下、万全を期して製品を製造しておりますが、製品に欠陥が生じる可

能性はあり、それによりリコールの対象となる可能性や、製造物責任などを負う可能性もあります。その

結果、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

　

(12) 地震その他の自然災害

当社グループの製造、研究開発設備の多くは、比較的地震の被害を受ける可能性の高い日本に所在して

おり、これへの備えとして国内製造品と同じ製品を海外生産いたしておりますが、当社グループの国内の

製造拠点および製造設備が地震その他の自然災害により深刻な損害を被った場合、操業が中断し、生産お

よび出荷が遅延することにより売上高が低下し、さらに、製造拠点などの修復または代替のために巨額な

費用を要することとなる可能性があります。
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(13) 知的財産権

当社グループの事業は、様々な知的財産権に依拠しています。当社グループは、かかる知的財産権の権

利保全のための様々な措置を講じておりますが、第三者が、当社グループの知的財産権を不正使用し、ま

た、当社グループの知的財産権と類似するものを第三者が開発する可能性もあり、その場合には、当社グ

ループの業績や財政状態に影響が及ぶ可能性があります。

さらに、当社グループの製品に関し、第三者の知的財産権の実施権を許諾されているものもあります

が、将来において、当社が現在と同様の条件で実施権を付与されない可能性もあります。

　

(14) 減損会計

当社グループは、減損会計を採用しており、今後とも社会、経済情勢の変化により、減損処理が必要とな

り、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

　

(15) 退職給付債務

当社グループは、年金資産の市場価値の変動、運用収益の減少、予想退職給付債務の計算の根拠となる

数理上の前提の変更などにより、また将来の年金制度の変更により、退職給付債務の負担が増加する可能

性があります。

　

(16) 繰延税金資産

当社グループが現在計上している税効果会計上の繰延税金資産は、繰越欠損金および将来減算一時差

異に関するもので、すべて将来の課税所得を減額する効果を持つものです。市況の後退などの事象によ

り、経営成績が悪化した場合、当社グループが現在計上している繰延税金資産の全部または一部について

回収可能性が低いと判断した場合、その年度において繰延税金資産の評価を見直し、利益が減少する可能

性があります。

　

(17) 環境規制

当社グループは、大気汚染物質の排出、汚水排出、有害物質の使用および取り扱い、廃棄物処理、土壌・

地下水汚染の調査および汚染除去などの様々な環境規制に従っています。さらに環境規制が強化された

場合には、その遵守のための費用が必要となり、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性が

あります。

　

(18) 日本電気株式会社の子会社であること

日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）は当社の議決権の52.34％（間接所有割合を含む）を保

有していることから、ＮＥＣは株主総会における議決権行使を通じて、当社を支配することが出来る立場

にあります。

当社はＮＥＣとは独立して事業経営を行っておりますが、ＮＥＣの連結子会社であることから、ＮＥＣ

の業績や信用が低下した場合、その影響を受ける可能性があります。

また、当社はＮＥＣから、商号の一部に「ＮＥＣ」を利用し、社標および商標として「ＮＥＣ」標章を

使用することを許諾されております。しかしながら、ＮＥＣの有する当社の議決権割合が50％以下となっ

た場合などには、ＮＥＣは一方的に当該使用許諾を解除することが可能であり、解除された場合、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、当社グループは、ＮＥＣの子会社として、ＮＥＣと他社との間の特許クロスライセンス契約の

受益者となっております。ＮＥＣによる当社議決権の保有割合が50％以下となる場合には、当社グループ

EDINET提出書類

ＮＥＣトーキン株式会社(E01778)

有価証券報告書

 17/120



は、これらの取り決めの受益者ではなくなることになり、当社グループの業績や財政状態に影響が及ぶ可

能性があります。

　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 当社が製品の製造技術について、契約を締結しているもののうち主なもの

　

相手先 内容 契約期間 実施料等

財団法人本多記念会
商標「センダスト」の独占的
使用権契約

自　昭和33年６月１日
至　平成25年５月31日

契約一時金
　なし
実施料
　四半期毎に売上高の一定率

日本電気株式会社
電源モジュールに関する特許
権実施契約

自　平成10年４月１日
至　平成21年３月31日

契約一時金
　あり
実施料
　半期毎に売上高の一定率

　

　

６ 【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発費は、30億78百万円であり、各事業部門および研究開発本部における研究開発

活動の概況は次のとおりです。

　

(1) エネルギーデバイス事業部門

当事業部門においては、電子機器の小型化・モバイル化に不可欠なエネルギーの課題に総合力で取り

組む『エネルギーソリューション』の下に、タンタルキャパシタ、電気二重層キャパシタ、プロードライ

ザからなるキャパシタ事業の推進、および角型リチウムイオン二次電池、大容量ラミネートリチウムイオ

ン二次電池からなる電池事業の推進に不可欠な新規デバイスの商品化開発に注力しています。

当連結会計年度においては、マンガンラミネート電池事業では、日産自動車株式会社、ＮＥＣと共に車

載向けリチウムイオン電池の合弁会社「オートモーティブ・エナジー・サプライ株式会社」を設立（当

社出資比率7.0％、平成20年６月27日現在）しました。また、プロードライザ小型品（Ｄケース）の量産化

に着手し、安全で環境負荷の低いマンガン系正極材料を採用した大容量のマンガンラミネートリチウム

イオン電池の標準電池パックについても発売を開始しました。

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は４億７百万円であります。

　

(2) ネットワークデバイス事業部門

当事業部門においては、安心、快適な情報通信ネットワークのニーズに応える『アクセスソリューショ

ン』の下に、リードスイッチ、自動車電装用リレー、通信用リレーからなるＥＭ(エレクトロ・メカニカ

ル)デバイス事業の推進、およびＩＣカード・タグ、およびそのリーダ／ライタ機器からなるアクセスデ

バイス事業の推進に不可欠な新規デバイスの商品化開発を行っています。　

当連結会計年度においては、世界標準に準拠したＵＨＦ帯ＲＦＩＤ関連製品を拡充するとともに、安全

性の高い４機種のＩＣカードリーダライタの販売を開始いたしました。

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は３億93百万円であります。

　

(3) ファンクショナルデバイス事業部門

当事業部門においては、深刻化する電磁ノイズ問題と電源の小型化を追求する『ノイズ＆パワーソ

リューション』の下に、コイル、トランス、ノイズ抑制シート等、磁性材料技術をベースとするＥＭＣ事業
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の推進およびインバータ、ジャイロ、アクチュエータ等圧電材料技術をベースとする圧電デバイス事業の

推進に不可欠な新規デバイスの商品化開発を行っています。

当連結会計年度においては、ハロゲンを含まない環境対応ノイズ抑制シート（バスタレイド）を商品

化いたしました。また、東北大学との共同研究の成果である金属ガラス使用のチョークコイル「ＭＰＣ－

Ｇ」も商品化しました。

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は４億11百万円であります。

　

(4) 研究開発本部

研究開発本部においては、上記３つの事業部門において３～５年先に事業化することを見据えた材料

イノベーションによるキーデバイス開発、および開発を支える高度分析技術を、機能デバイス開発、電池

開発、材料開発の３開発センター体制で推進しています。また、市場を起点としたデバイス開発を機軸に

据え、成功確率の向上に重きを置いています。開発リソースの投入は、継続的に行い、知的財産権の確保と

人材育成に力を注いでいます。

機能デバイス開発センターでは、タンタルキャパシタの高容量化・小型化、新型のプロードライザおよ

びそれらを支える導電性高分子材料等のキャパシタ材料の開発を、電池開発センターでは、コバルトの代

わりにマンガンを用いることにより安全性に一層の配慮をしたリチウムイオン二次電池の高容量化・低

コスト化の開発を進めています。また、材料開発センターでは、新規磁性材料・圧電材料の開発とそれら

新規材料を活用する新デバイスの開発と先に述べた分析技術の高度化を推進しています。

独自での研究開発のみならず、新材料・新デバイス創生や最先端の高度分析技術に関しては、ＮＥＣ中

央研究所および東北大学との共同研究、その他国内大学への委託研究を積極的に推進することにより、技

術蓄積・高度化を図っています。

当連結会計年度においては、東北大学との共同研究の成果として、モバイル機器の電源小型化、そして

消費電力削減に有効な高い透磁率と安定した組成を持つ金属ガラスを開発、実用化しました。

当連結会計年度の当事業に係わる研究開発費は18億65百万円であります。

　

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、1,058億36百万円（前期末比126億98百万円減）となりました。これは、

現金及び預金が81億52百万円増加し、受取手形及び売掛金が107億44百万円、有形固定資産が42億39百万

円、繰延税金資産が50億74百万円減少したためであります。

負債は、954億98百万円（前期末比23億22百万円増）となりました。これは、支払手形及び買掛金が60億

13百万円、製品引取損失引当金が28億３百万円減少し、借入金が116億28百万円増加したためであります。

純資産は、103億38百万円（前期末比150億21百万円減）となりました。これは、繰延税金資産の一部取

崩しや電池事業の構造改革などに係る特別損失の計上などにより当期純損失127億85百万円となったた

めであります。

自己資本比率は、9.8％となり前期末に比べ大幅に悪化いたしました。有利子負債については、借入金の

増加などにより657億10百万円（前期末比122億84百万円増）となり、Ｄ／Ｅレシオ（自己資本に対する

有利子負債の割合）は、6.36倍（前期末比4.12ポイント増）となりました。また、有利子負債残高と現金

及び預金を相殺したネット有利子負債残高では、528億73百万円（前期末比41億32百万円増）となり、自

己資本をネット有利子負債で除したネットＤ／Ｅレシオは、5.11倍（前期末比3.06ポイント増）となり

ました。
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(2) 経営成績

当連結会計年度の売上高は、1,200億11百万円（前年同期比11.7％減）、営業利益は、５億75百万円（前

年同期比87.9％減）となりました。（注１）

営業外収益は７億24百万円で、その主なものは、持分法による投資利益１億99百万円であります。

営業外費用は30億78百万円で、その主なものは、支払利息11億30百万円、為替差損12億37百万円であり

ます。

以上の結果、経常損失は17億78百万円と前年度経常利益53億23百万円から大幅に悪化いたしました。

特別利益４億20百万円の主なものは、関係会社株式売却益１億59百万円、移転補償金１億60百万円であ

ります。

特別損失48億81百万円の主なものは、角型リチウムイオン二次電池の事業体制見直しに伴う事業構造

改革費用34億68百万円であります。

以上の結果、税金等調整前当期純損失は62億39百万円（前年度税金等調整前当期純損失８億41百万

円）、当期純損失は127億85百万円（前年度当期純損失18億73百万円）となり、大幅に悪化いたしました。

また、１株当たり当期純損失は112円75銭、自己資本当期純利益率は△71.7％となりました。

　

（注１）詳細内容は、1「業績等の概要」(１)業績の項に記載しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資額は、95億40百万円であります。

　

その事業部門別の内訳は、次のとおりです。

　

○　エネルギーデバイス事業部門

当事業部門の設備投資額は、57億19百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに14

億78百万円、NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd.においての増産設備などに33億13百万円で

あります。

なお、当社において電池事業構造改革等で５億47百万円を除却しています。

　

○　ネットワークデバイス事業部門

当事業部門の設備投資額は、７億78百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに３

億23百万円、NEC TOKIN Electronics(Philippines)Inc.においての増産設備などに４億54百万円で

あります。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

　

○　ファンクショナルデバイス事業部門

当事業部門の設備投資額は、18億98百万円で、その主な内訳は、当社においての増産設備などに13

億27百万円、NEC東金電子(厦門)有限公司においての増産設備などに４億92百万円であります。

なお、当社においてＥＭＣ設備など１億２百万円を除却しています。

　

○　管理部門等

当部門の設備投資額は、11億43百万円で、そのほとんどは、当社における研究開発用設備・建屋等

維持補修などであります。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、次のとおりです。

　

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門等
の名称

設備の内容
帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

仙台事業所
(仙台市太白区)

管理部門等
ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス
関係設備

1,242 887
2

(82)
155 2,287 359

白石事業所
(宮城県白石市)

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス

ネットワー
ク デ バ イ
ス、ファン
クショナル
デバイス
関係設備

3,299 2,146
1,865
(91)

1,085 8,397 643

富山事業所
(富山県
 下新川郡
 入善町)

エネルギー
デバイス

エネルギー
デバイス
関係設備

1,023 2,802
556
(48)

438 4,821 405

栃木事業所
(栃木県
　　宇都宮市)

エネルギー
デバイス

エネルギー
デバイス
関係設備

126 1,485
─
(─)

513 2,126 238

兵庫事業所
(兵庫県宍粟市)

エネルギー
デバイス、
フ ァ ン ク
ショナルデ
バイス

エネルギー
デバイス、
フ ァ ン ク
ショナルデ
バイス
関係設備

600 1,124
268
(24)

98 2,092 305

岩手事業所
(岩手県一関市)

ネットワー
クデバイス

ネットワー
クデバイス
関係設備

208 1,033
─　　　
(─)

126 1,367 183

(注) １　帳簿価額のうち「その他」の内訳は、工具器具および備品、建設仮勘定であります。なお、金額には消費税等を

含みません。

２　栃木事業所および岩手事業所の土地については、借地であります。

３　上記の他、連結会社以外から賃借している設備のうち、主要なものは次のとおりです。

事業所名 事業部門等の名称 設備の内容
年間賃借料
(百万円)

 栃木事業所  エネルギーデバイス  建物 198

 岩手事業所  ネットワークデバイス  建物・土地 53

　

(2) 国内子会社

重要性がないため省略しております。
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(3) 在外子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業部門
等の名称

設備の内容
帳簿価額(百万円) 従業

員数
(人)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

NEC TOKIN 
Electronics
 (Thailand)
 Co.,Ltd.

本社工場
(タイ
パトゥム
タニ県)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス
関係設備

2,348 6,384
421
(141)

3569,5103,601

NEC東金電子
(呉江)
有限公司

本社工場
(中国
 呉江市)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス
関係設備

907 4,367
─

（─）
3,1978,4722,639

NEC TOKIN 
Electronics
 (Philippines)

 Inc.

本社工場
(フィリ
ピン
カランバ
市)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス

ネ ッ ト
ワークデ
バイス
関係設備

271 963
─

（─）
1761,411667

NEC TOKIN 
Electronics
 (Vietnam)
 Co.,Ltd.

本社工場
(ベトナ
ム
ビ エ ン
フ ォ ア
市)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス、
ファンク
ショナル
デバイス

ネ ッ ト
ワークデ
バイス、
ファンク
ショナル
デバイス
関係設備

441 667
─

（─）
27 1,1373,295

NEC東金電子
(厦門)
有限公司

本社工場
(中国
 厦門市)

エ ネ ル
ギーデバ
イス、
ファンク
ショナル
デバイス

エ ネ ル
ギーデバ
イ ス 、
ファンク
ショナル
デバイス
関係設備

660 1,657
─

（─）
5392,8576,161

(注) １　帳簿価額のうち「その他」の内訳は、工具器具および備品、建設仮勘定であります。なお、金額には消費税等を

含みません。

２　NEC東金電子(厦門)有限公司、NEC東金電子(呉江)有限公司、NEC TOKIN Electronics (Philippines) Inc.、

NEC TOKIN Electronics (Vietnam) Co.,Ltd.の土地については、借地であります。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社および連結子会社）設備投資については、今後２年間の需要予測、生産計画、利益に

対する投資割合などを総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策

定していますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。

重要な設備の新設、改修などの計画は、次のとおりです。

会社名
事業所名
(所在地)

事業部門
等の名称

設備の内容

投資予定額
資金調
達方法

着手及び完了予定

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

NECトーキン㈱

仙台
事業所
(仙台市
 太白区)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス 、
ファンク
ショナル
デバイス

ネ ッ ト
ワークデ
バ イ ス 、
ファンク
ショナル
デバイス 
関係設備

1,4581,261
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NECトーキン㈱

白石
事業所 
(宮城県 
 白石市)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス 、
ファンク
ショナル
デバイス

ネ ッ ト
ワークデ
バ イ ス 、
ファンク
ショナル
デバイス 
関係設備

1,8741,067
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NECトーキン㈱

富山
事業所
(富山県
下新川郡
入善町)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス
関係設備

1,364 600
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NECトーキン㈱

栃木
事業所
(栃木県
 宇都宮
 市)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス 
関係設備

1,239 441
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NECトーキン㈱

兵庫
事業所
(兵庫県
 宍粟市)

エ ネ ル
ギーデバ
イ ス 、
ファンク
ショナル
デバイス

エ ネ ル
ギーデバ
イス、ファ
ンクショ
ナルデバ
イス
関係設備

1,056 607
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NECトーキン㈱

岩手
事業所
(岩手県
 一関市)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス

ネ ッ ト
ワークデ
バイス
関係設備

215 63
自己資金 
および
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NEC TOKIN 
Electronics 
(Thailand) 
Co.,Ltd.

本社工場
(タイ
パトゥム
タニ県)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス
関係設備

4,6123,313借入金 平成19年４月 平成21年３月

NEC東金電子
(呉江)
有限公司

本社工場
(中国 
 呉江市)

エ ネ ル
ギーデバ
イス

エ ネ ル
ギーデバ
イス
関係設備

1,359 904
増資
および 
借入金

平成19年４月 平成21年３月

NEC TOKIN 
Electronics 
(Philippines)Inc.

本社工場
(フィリ
ピン
カランバ
市)

ネ ッ ト
ワークデ
バイス

ネ ッ ト
ワークデ
バイス
関係設備

839 454 借入金 平成19年４月 平成21年３月

NEC TOKIN 
Electronics 
(Vietnam) 
Co.,Ltd.

本社工場
(ベトナ
ム
ビ エ ン
フ ォ ア
市)

ファンク
ショナル
デバイス

ファンク
ショナル
デバイス
関係設備

225 148 借入金 平成19年４月 平成21年３月

NEC東金電子
(厦門)
有限公司

本社工場
(中国
 厦門市)

エ ネ ル
ギーデバ
イ ス 、
ファンク
ショナル
デバイス

エ ネ ル
ギーデバ
イス、ファ
ンクショ
ナルデバ
イス
関係設備

1,206 569 借入金 平成19年４月 平成21年３月
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(注)　金額には消費税等を含みません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

(注)　当社は、平成20年6月27日に開催した第99回定時株主総会において、定款の一部変更を決議したことにより、発行可

能株式総数は、200,000,000株から450,000,000株に増加しました。また、普通株式の発行可能種類株式総数

450,000,000株、第１種優先株式の発行可能種類株式総数225,000,000株、第２種優先株式の発行可能種類株式総

数225,000,000株、第３種優先株式の発行可能種類株式総数225,000,000株とそれぞれ定めました。

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内　容

普通株式 113,516,066113,516,066
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 113,516,066113,516,066― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権付社債

当社は、旧商法第341条ノ２の規定に基づき、新株予約権付社債を発行している。

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成17年12月19日発行）

事業年度末現在

（平成20年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成20年５月31日）

新株予約権の数 1,500個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１ 16,538,037株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間　(注)３
　平成18年１月４日～

平成22年12月３日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額　(注)４

発行価格　　907円

資本組入額　454円
同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 (注)７ 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

新株予約権付社債の残高 15,000百万円 同左
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(注)　１　新株予約権の目的となる株式の数

　本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権

に係る本社債の発行価額の総額を「２　新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の「転換価額」で除した数とす

る。但し、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合には、法令に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

　

　　　２　新株予約権の行使時の払込金額

　　　(1)　本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、各本社債の発行価額と同額とする。

　　　(2)　本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、当初、金907円とす

る。

　　　(3)　転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又

は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、

「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

　
既発行

株式数
＋

新発行・

処分株式数
×

１株当たりの

発行・処分価額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

　
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定

の事由が生じた場合にも適宜調整される。

　
　　　３　新株予約権の行使期間

　平成18年１月４日から平成22年12月３日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)ま

でとする。但し、(A)当社が当社の選択により本社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における５営業日前

の日における新株予約権行使受付代理人の営業終了時(行使請求地時間)以降、(B)本新株予約権付社債の所持人

の選択により社債が償還される場合には、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に従って社債の支払代理人に

預託された時以降、又は(C)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以降

は、それぞれ、本新株予約権を行使することはできないものとする。(但し、いかなる場合も平成22年12月３日より

後は本新株予約権を行使することはできない。)

　

　　　４　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

　　　(1)　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、行使請求にかかる本社債

の発行価額の総額を、「１　新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の交付株式数で除した金額とする。

　　　(2)　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の１株の資本組入額

本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた額とする。

　
　　　５　新株予約権の行使の条件

　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

　
　　　６　新株予約権の譲渡に関する事項

　本新株予約権付社債は、本社債と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

　
　　　７　代用払込みに関する事項

　本新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から当該本新株予約権に係る本社債の全額の償還に代え

て当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったも

のとみなす。
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(3) 【ライツプランの内容】

            該当事項なし。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成15年６月27日 ― 113,516 ― 12,990 △2,398 11,063

(注)　平成15年６月27日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,398百万円減少し、欠損てん補することを決議し

ている。

　

(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 45 48 139 67 3 10,44310,745 ―

所有株式数
(単元)

― 24,7231,34748,3084,618 6 34,212113,214302,066

所有株式数
の割合(％)

― 21.84 1.19 42.67 4.07 0.01 30.22100.00 ―

(注)　１　自己株式127,966株は、「個人その他」の欄に127単元、「単元未満株式の状況」の欄に966株それぞれ含めて記
載している。なお、期末日現在のその実質的な所有株式数は 127,966株である。

２　上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれている。
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(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住　　　　所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１ 45,30139.91

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（住友信託銀行再信託分・
日本電気株式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 12,70011.19

ユービーエス　エージー　ロンドン　ア
カウント　アイピービー　セグリゲイ
テッド　クライアント　アカウント
（常任代理人　シティバンク銀行株式
会社）

AESCHENVORST ADT 48 
CH-4002 BASEL SWITZERLAND
（東京都品川区東品川２丁目３－１４）

1,783 1.57

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口）

東京都品川区東品川２丁目３－14　
シティグループセンター

1,708 1.50

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口)

東京都港区浜松町２丁目11－３ 1,241 1.09

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 1,022 0.90

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－２ 800 0.70

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（住友信託銀行再信託分・
エヌイーシーインフロンティア株式
会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 772 0.68

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 742 0.65

資産管理サービス信託銀行株式会社
（年金信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号　晴海
アイランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーＺ棟

733 0.65

計 66,80258.85

(注)　１　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）

の持株数12,700千株は、日本電気株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権の行

使については、日本電気株式会社が留保している。

　　　２　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・エヌイーシーインフロンティア株式会

社退職給付信託口）の持株数772千株は、エヌイーシーインフロンティア株式会社が同行に委託した退職給付

信託の信託財産であり、その議決権の行使については、エヌイーシーインフロンティア株式会社が留保してい

る。

３　日興シティ信託銀行株式会社（投信口）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）および資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)の所有

株式は、当該各社の信託業務に係る株式である。

４　次の法人（英国法に基づくリミテッドパートナーシップ）から、平成17年６月14日付で変更報告書（大量保

有報告書の変更報告書）の提出があり、次のとおり株式を保有している旨通知を受けているが、当社として当

事業年度末現在における所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」には含めていない。

氏名又は名称 住　所 報告義務発生日
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

ジーエルジー　パートナーズ　エ
ルピー (GLG Partners LP)

 One Curzon Street, 
 London W1J 5HB, England

平成17年
５月31日

3,392 2.99

５　次の法人から、平成19年３月７日付で変更報告書（大量保有報告書の変更報告書）の提出があり、次のとおり

株式を保有している旨通知を受けているが、当社として当事業年度末現在における所有株式数の確認ができな

いため、上記「大株主の状況」には含めていない。

氏名又は名称 住　所 報告義務発生日
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

フィデリティ投信株式会社
 東京都港区虎ノ門四丁目
 ３番１号

平成19年
２月28日

2,774 2.44
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 127,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 113,087,000 113,087 ―

単元未満株式 普通株式 302,066 ― ―

発行済株式総数 113,516,066 ― ―

総株主の議決権 ― 113,087 ―

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、4,000株（議決権４個）含ま
れている。
２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 966株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
NECトーキン株式会社

宮城県仙台市太白区郡山
六丁目７番１号

127,000 ― 127,0000.11

計 127,000 ― 127,0000.11

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

　

　

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項なし。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項なし。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
　

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 10,100 4,324

当期間における取得自己株式 965 212

(注)　当期間における取得自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めていない。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
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区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
(会社法第194条第１項の規定に基
づく単元未満株式売渡請求による
譲渡)

3,304 1,483 580 135

保有自己株式数 127,966 ― 128,351 ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による取得及び単元未満株式の売渡請求による譲渡は含めていない。

　

　

３ 【配当政策】

当社は、剰余金の配当に関しましては、期末配当を基本とし、取締役会決議によらず、株主総会にてご承認

をいただくこととしております。（ただし、期末配当の他、業績、財務内容を勘案して、定款の規定に基づく

中間配当を行うこととしており、中間配当については取締役会決議によります。）

また、当社は業績向上を株主の皆様への利益還元に結びつけるよう最善の努力をしてまいりますととも

に、配当性向を考慮しながら配当を安定的に実施することを基本方針としております。

しかしながら、当期の配当につきましては、多額の損失を計上せざるを得ない結果となったことに鑑み、

誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。当社をとりまく事業環境は厳しい状況であり、業績回復によ

り、早期に欠損金を解消し、復配できますよう全力を尽くしてまいります。

　

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第95期 第96期 第97期 第98期 第99期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 726 640 850 815 547

最低(円) 385 433 489 472 186

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月

最高(円) 417 453 492 468 278 289

最低(円) 380 358 449 205 214 186

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所　有
株式数
(株)

代表取締役
執行役員

社長
岡　部　政　和 昭和21年９月１日生

昭和44年４月 当社入社

（注）
4

24,000

平成14年４月 当社執行役員、白石事業所長

平成15年４月 当社執行役員常務、ファンクショ

ナルデバイス事業本部長、白石事

業所長

平成15年６月 当社取締役

平成17年６月 当社常務取締役

平成18年６月 当社代表取締役専務

平成19年６月 当社代表取締役執行役員専務

平成20年４月 当社代表取締役執行役員社長

現在に至る

代表取締役
執行役員

専務
松　本　邦　彦 昭和22年12月14日生

昭和46年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

15,000

平成13年10月 ＮＥＣカスタムテクニカ㈱（現Ｎ

ＥＣパーソナルプロダクツ㈱）執

行役員

平成15年７月 ＮＥＣパーソナルプロダクツ㈱取

締役常務

平成17年４月 当社支配人

平成17年６月 当社常務取締役

平成18年６月 当社代表取締役常務

平成19年６月 当社代表取締役執行役員専務

現在に至る

取締役

執行役員

人事総務

部長

長　原　　　博 昭和26年４月４日生

昭和49年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

5,000

平成18年４月 当社執行役員総務人事部長

平成18年６月 当社取締役総務人事部長

平成19年４月 当社取締役人事総務部長

平成19年６月 当社取締役執行役員人事総務部長

現在に至る

取締役

執行役員

電池事業

部長

岡　　 英　雄 昭和28年５月23日生

昭和52年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

24,000

平成16年６月 当社エネルギーデバイス事業本部

長

平成18年４月 当社執行役員ソリューション技術

部長

平成18年６月 当社取締役ソリューション技術部

長

平成19年６月 当社取締役執行役員ラミネート電

池事業推進本部長

平成20年４月 当社取締役執行役員電池事業部長

現在に至る

取締役 執行役員 斎　木　義　彦 昭和29年１月11日生

昭和53年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

7,000

平成14年４月 当社エネルギーデバイス事業本部

開発部長

平成18年４月 当社執行役員研究開発本部長兼相

模原事業所長

平成19年１月 当社執行役員キャパシタ事業部長

平成19年７月  当社執行役員キャパシタ事業部長

 兼富山事業所長

平成20年６月  当社取締役執行役員

 現在に至る
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
(株)

取締役 執行役員 磯　部　昭　彦 昭和30年１月23日生

昭和52年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

―

平成10年７月 同社半導体マーケティング本部計

画部長

平成15年６月 ＮＥＣエレクトロニクス㈱営業事

業本部第二営業事業部長

平成20年６月

平成20年６月

同社営業事業本部付

当社取締役執行役員

現在に至る

取締役 阿　部　博　之 昭和11年10月９日生

昭和52年10月 東北大学工学部教授

（注）
4

―

平成５年４月 東北大学工学部長・工学研究科長

平成８年11月 東北大学総長

平成14年11月 東北大学名誉教授

現在に至る

平成15年１月 総合科学技術会議議員(常勤）

平成19年１月 科学技術振興機構顧問(非常勤）

現在に至る

平成19年６月 住友ベークライト㈱監査役

（非常勤）

現在に至る

平成20年６月 当社取締役

現在に至る

取締役 松　倉　　　肇 昭和36年12月12日生

昭和60年４月 日本電気㈱入社

（注）
4

―

平成17年４月 同社マーケティング企画本部長

平成17年６月 当社監査役　

平成18年４月 日本電気㈱事業開発本部長代理兼

事業企画部長

平成19年６月 当社取締役

現在に至る

平成20年４月 日本電気㈱経営企画部長

現在に至る

常勤監査役 倉　田　　　信 昭和24年２月19日生

昭和46年４月 日本電気㈱入社

（注）
5

1,000

平成４年７月 同社経理第一部我孫子経理部長

平成15年６月 ＮＥＣロジスティクス㈱執行役員

平成16年６月 同社取締役執行役員

平成18年６月 同社取締役執行役員常務

平成19年６月 当社常勤監査役

現在に至る

常勤監査役 望　月　　　求 昭和25年10月２日生

昭和48年４月 日本電気㈱入社

（注）
6

―

平成14年４月 当社ネットワークデバイス事業本

部事業統括部長

平成18年４月 当社アクセスデバイス事業部長

平成18年７月 当社支配人

平成19年４月 当社執行役員メカトロニックデバ

イス事業部長

平成20年６月 当社常勤監査役

現在に至る

監査役 鎌　田　　　宏 昭和16年４月11日生

昭和40年４月 ㈱七十七銀行入行

（注）
6

―

平成13年６月 同行専務取締役

平成13年６月  当社監査役

 現在に至る

平成14年６月  ㈱七十七銀行代表取締役副頭取

平成17年６月  同行代表取締役頭取

 現在に至る
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
(株)

監査役 池　永　　　薫 昭和24年７月22日生

昭和48年４月 日本電気㈱入社

（注）
5

―

平成８年７月 同社コンピュータ事業企画部

経理部長

平成14年７月 同社ＮＥＣソリューションズ

経理部長

平成16年４月 同社経理部長

平成19年４月

平成19年６月

同社支配人兼財務内部統制推進部長

兼経理部長

現在に至る

当社監査役 

現在に至る

計 76,000

(注) １　取締役　阿部博之、松倉肇は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　鎌田宏、池永薫、倉田信は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　提出日現在の執行役員は次のとおりである。

　　　     執行役員社長　   岡　部　政　和           執行役員    久　保　佳　実
 執行役員専務　   松　本　邦　彦　 　　　　執行役員    小　山　茂　典
 執行役員　　 　  長　原　　　博 　　　　　執行役員　　山　本　正　彦
 執行役員　　 　　岡　　　英　雄　 　　　　執行役員　　岡　山　　　成　
 執行役員 　　　　斎　木　義　彦　 　　　　執行役員　　菅　　　孝　治
 執行役員　 　　　磯　部　昭　彦 
 執行役員　　　　 今　井　佑　信　 

　

     ４　取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

     ５　監査役　倉田信、池永薫の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

     ６　監査役　望月求、鎌田宏の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

　

　

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社グループは、会社経営の基本方針として、継続的な成長を図り、企業価値を高めていくことを経営の

最大の課題と位置付け、その実現のために顧客、株主、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダー（利

害関係者）と良好な関係を築くとともに、経営管理の組織や仕組みを整備し、コーポレート・ガバナンスの

強化を図っております。

　

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①株主総会

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上をもって行う旨を定款に定めております。

②取締役・取締役会

当社の取締役は８名で、内２名は社外取締役であります。うち１名は、親会社である日本電気株式会

社の使用人が就任しております。

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。当社は、取締役の選任決議は、株主総会

において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めており

ます。

取締役会は、当該８名の取締役で構成されており、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時

に開催し、機動的な意思決定を行っております。

また、取締役の経営責任を明確にするため、その任期を１年としております。
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なお、当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議により、市場取引等による自己

の株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。また、当社は、機動的な利益還元の遂行

を目的として、取締役会の決議により、毎年９月30日の株主名簿に記載または記録された株主または登

録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

③執行役員

当社は、執行役員制度による業務執行体制を明確化するため、平成19年６月28日に開催された第98回

定時株主総会で定款を変更した上で、役付取締役制度を廃止し、取締役（社外取締役を除く）は、執行

役員を兼務することとしました。

④経営会議

取締役会または代表取締役の意思決定に資するため、重要な事項については、取締役および執行役員

から構成される経営会議において審議しております。

⑤監査役・監査役会

当社は、監査役設置会社であります。監査役は、取締役の職務執行全般の適法性を監査しております。

監査役会は４名で構成されております。監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める経営会議

を始め、当社の重要な会議に出席しております。社外監査役３名中２名は、主要取引銀行の株式会社七

十七銀行の役員と、親会社である日本電気株式会社の使用人が就任しております。

常勤監査役は、国内外にある当社の子会社の監査役も兼ねており、内部監査部門（監査室）と連携を

密にしながら、当社グループ全体のコンプライアンスの状況、リスク対応などを含め、定期的な業務監

査を実施しており、また、会計監査人とも連携をとりながら会計監査も行っております。

さらに、常勤監査役は、定期的に監査役会を開催し、重要な会議、委員会などの状況、日常監査の状況

などを社外監査役とともに、適宜協議しております。

⑥責任限定契約

当社は、定款第27条および第34条に基づき社外取締役阿部博之、松倉肇および社外監査役鎌田宏、池

永薫との間で責任限定契約を締結しており、その契約内容の概要は、次のとおりであります。

（責任限定契約の内容の概要）

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結し、当該契約に基づく責任の限度額は、240万円

または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

⑦情報開示

当社は、四半期開示を含め早期の決算発表を心がけているほか、中間期・期末期のタイミングで年２

回の会社説明会を開催して、業績、中期計画や新製品などにつき説明する機会を設けるなど、適時適切

な情報開示に努めております。また、東京証券取引所への適時開示の適正性を確保するため「リスク管

理委員会」の下部組織として「開示分科会」を設置しております。
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(2) リスク管理体制の整備の状況

①当社グループの経営に重大な影響を与える事象および経営の見通しを不確実にする事象（以下「リス

ク」と総称する。）に対し、適時適切に対処していくため、代表取締役執行役員社長を委員長とする

「リスク管理委員会」を通じて、リスクへの対応やリスクに係る重要方針についての立案、推進を図っ

ております。

②リスクとなりうる要因のうち、部門横断的または専門的に活動する必要がある「震災」、「情報開

示」、「情報セキュリティ」および「品質」の４要因については、「リスク管理委員会」のもとに個別

に設置した４つの分科会を通じて、より具体的な対応を図っております。

　

　
(3) 役員報酬の内容

取締役及び監査役の年間報酬総額

　取締役の年間報酬総額　 163百万円（うち社外取締役　１百万円）

　監査役の年間報酬総額　  47百万円（うち社外監査役　11百万円）

　

(4) 監査報酬の内容

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   50百万円

上記以外の報酬はありません。

　

(5) 内部監査および監査役監査の状況

内部監査につきましては、監査室が内部統制システムの有効性の検証を行っており、人員は７名となっ

ております。

監査役監査につきましては、現在４名の監査役のうち、３名を社外監査役とし、より公正な監査が実施

できる体制にしております。原則として年４回、また必要に応じて随時、監査役会を開催しております。

　
　

(6) 社外取締役および社外監査役との関係

①社外取締役
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氏名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係

阿部　博之 ― ― ― ―

松倉　肇 親会社の従業員 ― ― ―

　

　
②社外監査役

氏名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係

鎌田　宏 取引銀行の代表取締役 （注１） （注２） ―

倉田　信 ― ― ― ―

池永　薫 親会社の従業員 ― ― ―

（注）１　社外監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行は、当事業年度末日現在、当社株式を542千株（所

有株式割合で0.48％）所有し、当社は同行の株式を151千株（所有株式割合で0.04％）所有しております。なお、

本人との資本的関係はありません。

２　社外監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行と当社は、主に設備資金などの借入取引を行って

おりますが、同行と当社とは他法人と同等の取引条件によっております。なお、本人との取引関係はありません。

　

　
(7) 会計監査の状況

会計監査につきましては、会社法および金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表および財務諸表

について、あずさ監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人または業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

①業務を執行した公認会計士の氏名

沖　 恒弘（あずさ監査法人）

住田 清芽（あずさ監査法人）

成田 孝行（あずさ監査法人）

②監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　４名

会計士補等　４名

その他　　　３名
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、あずさ監

査法人により監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 4,684 12,836

　２　受取手形及び売掛金 ※４ 23,698 12,954

　３　たな卸資産 23,152 22,870

　４　繰延税金資産 3,766 2,303

　５　その他 1,843 1,961

　　　貸倒引当金 △139 △54

　　　流動資産合計 57,00548.1 52,87250.0

Ⅱ　固定資産

　１ 有形固定資産

　　(1)　建物及び構築物
※２
※３

40,064 40,632

　　　　 減価償却累計額 27,143 12,920 27,920 12,711

　　(2)　機械装置及び運搬具 ※２ 89,132 83,845

　　　　 減価償却累計額 60,728 28,403 59,970 23,875

　　(3)　土地 ※３ 4,952 4,710

　　(4)　建設仮勘定 4,214 5,020

　　(5)　その他 ※２ 11,728 11,973

　　　　 減価償却累計額 9,835 1,892 10,145 1,827

　　　有形固定資産合計 52,384(44.2) 48,144(45.5)

　２ 無形固定資産 ※２ 2,201(1.9) 1,999(1.9)

　３ 投資その他の資産

　　(1)　投資有価証券 ※１ 2,019 2,025

　　(2)　長期貸付金 15 8

　　(3)　繰延税金資産 3,852 240

　　(4)　その他 1,066 669

　　　　 貸倒引当金 △9 △123

　　　投資その他の資産合計 6,943(5.8) 2,820(2.6)

　　　固定資産合計 61,52951.9 52,96450.0

　　　資産合計 118,535100.0 105,836100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※４ 20,926 14,912

　２　短期借入金
※３
※６

18,523 28,517

　３　未払法人税等 497 718

　４　未払費用 3,462 2,930

　５　賞与引当金 2,505 2,145

　６　製品引取損失引当金 2,803 ─

　７　その他 4,572 3,741

　　　流動負債合計 53,29045.0 52,96550.0

Ⅱ　固定負債

　１　新株予約権付社債 15,000 15,000

　２　長期借入金
※３
※６

18,589 20,223

　３　繰延税金負債 20 274

　４　退職給付引当金 4,934 5,221

　５　役員退職慰労引当金 76 ─

　６　その他 1,264 1,812

　　　固定負債合計 39,88433.6 42,53240.2

　　　負債合計 93,17578.6 95,49890.2

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 12,990 12,990

　２　資本剰余金 11,064 11,063

　３　利益剰余金 △180 △12,965

　４　自己株式 △67 △69

　　　株主資本合計 23,80720.1 11,01810.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

275 80

　２　繰延ヘッジ損益 8 ─

　３　為替換算調整勘定 1,232 △759

　　　評価・換算差額等合計 1,5151.3 △679△0.6

Ⅲ　少数株主持分 37 0.0 ─ ─

　　　純資産合計 25,36021.4 10,3389.8

　　　負債及び純資産合計 118,535100.0 105,836100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 135,864100.0 120,011100.0

Ⅱ　売上原価 110,74581.5 100,75884.0

　　　売上総利益 25,11818.5 19,25216.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 20,34515.0 18,67715.5

　　　営業利益 4,7723.5 575 0.5

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 93 111

　２　為替差益 378 ─

　３　持分法による投資利益 120 199

　４　負ののれん償却額 1,359 3

　５　その他 315 2,2671.7 410 724 0.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 1,142 1,130

　２　為替差損 ─ 1,237

　３　その他 574 1,7161.3 710 3,0782.6

　　　経常利益
　　　又は経常損失(△)

5,3233.9 △1,778△1.5

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※２ 141 31

　２　製品引取損失引当金
　　　戻入額

─ 68

　３　関係会社株式売却益 ─ 159

　４　移転補償金 ─ 160

　５　事業移転利益 ※３ 151 293 0.2 ─ 420 0.4
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※４ 88 3

　２　固定資産除却損 ※５ 1,445 349

　３　減損損失 ※６ 58 297

　４　土地整備費用 311 26

　５　早期退職制度加算金 56 ─

　６　たな卸資産廃棄損 ※７ 1,477 ─

　７　たな卸資産評価損 ※８ 293 ─

　８　製品引取損失引当金
　　　繰入額

※８ 2,453 ─

　９　製品取替回収損失 ※９ ─ 241

　10　事業構造改革費用 ※10 ─ 3,468

　11　損害賠償金 ─ 495

　12　投資有価証券評価損 37 ─

　13　ゴルフ会員権評価損 7 ─

　14　事業移転損失 ※11 229 6,4584.7 ─ 4,8814.1

　　　税金等調整前当期純損失 841△0.6 6,239△5.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,192 890

　　　過年度法人税等 ─ 248

　　　法人税等調整額 △174 1,0170.8 5,410 6,5495.5

　　　少数株主利益又は
　　　少数株主損失(△：加算)

14 0.0 △3 △0.0

　　　当期純損失 1,873△1.4 12,785△10.7
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 12,990 11,064 2,192 △58 26,188

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △453 △453

　利益処分による役員賞与 △45 △45

　当期純損失 △1,873 △1,873

　自己株式の取得 △9 △9

　自己株式の処分 0 0 0

　株主資本以外の項目の 
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計(百万円) － 0 △2,372 △8 △2,381

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,064 △180 △67 23,807

　

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

平成18年３月31日残高(百万円) 330 － △213 22 26,328

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △453

　利益処分による役員賞与 △45

　当期純損失 △1,873

　自己株式の取得 △9

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△55 8 1,445 14 1,413

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △55 8 1,445 14 △968

平成19年３月31日残高(百万円) 275 8 1,232 37 25,360

（注）平成18年６月29日定時株主総会における利益処分項目である。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,064 △180 △67 23,807

連結会計年度中の変動額

　当期純損失 △12,785 △12,785

　自己株式の取得 △4 △4

　自己株式の処分 △0 △0 1 1

　子会社株式の売却に伴う減少 △0 △0

　株主資本以外の項目の 
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計(百万円) ─ △0 △12,785 △2 △12,789

平成20年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063△12,965 △69 11,018

　

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 275 8 1,232 1,515 37 25,360

連結会計年度中の変動額

　当期純損失 △12,785

　自己株式の取得 △4

　自己株式の処分 1

　子会社株式の売却に伴う減少 △0

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△194 △8 △1,992 △2,195 △37 △2,232

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △194 △8 △1,992 △2,195 △37 △15,021

平成20年３月31日残高(百万円) 80 ─ △759 △679 ─ 10,338
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純損失 △841 △6,239

　２　減価償却費 8,150 9,566

　３　減損損失 58 297

　４　負ののれん償却額 △1,359 △3

　５　退職給付引当金の増加・減少（△）額 718 385

　６　受取利息 △93 △111

　７　支払利息 1,142 1,130

　８　為替差益（△）・為替差損 5 △172

　９　持分法による投資利益 △120 △199

　10　投資有価証券評価損 37 ─

　11　固定資産売却益 △141 △31

　12　固定資産売却損 88 3

　13　固定資産除却損 1,445 349

　14　ゴルフ会員権評価損 7 ─

　15　関係会社株式売却益 ─ △159

　16　損害賠償金 ─ 495

　17　事業移転利益 △151 ─

　18　事業移転損失 110 ─

　19　売上債権の増加（△）・減少額 2,440 5,707

　20　たな卸資産の増加（△）・減少額 26 △1,478

　21　仕入債務の増加・減少（△）額 1,979 △2,867

　22　その他流動資産の増加（△）・減少額 873 △416

　23　未払費用の増加・減少（△）額 785 △611

　24　その他流動負債の増加・減少（△）額 △504 375

　25　製品引取損失引当金の
　　　増加・減少（△）額

2,803 △2,803

　26　その他 △37 1,478

　　　　小計 17,423 4,694

　27　利息及び配当金の受取額 147 165

　28　利息の支払額 △1,387 △1,121

　29　損害賠償金の支払額 ─ △250

　30　法人税等の支払額 △1,189 △775

　31　早期退職制度加算金の支払額 △56 ─

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 14,937 2,712
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　投資有価証券の売却による収入 ─ 41

　２　有形固定資産の取得による支出 △12,582 △11,118

　３　有形固定資産の売却による収入 184 220

　４　無形固定資産の取得による支出 △496 △305

　５　短期貸付金の増加（△）・減少額 ─ 3,307

　６　事業移転による収入 ※３ 965 ─

　７　連結範囲の変更を伴う子会社株式の
　　　売却による収入

※２ 8 123

　８　その他 184 △71

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △11,736 △7,803

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純増減（△）額 2,170 12,473

　２　長期借入による収入 6,242 9,760

　３　長期借入金返済による支出 △12,870 △9,229

　４　セール・アンド・リースバック
　　　による収入

─ 1,475

　５　ファイナンスリース債務の返済
　　　による支出

△520 △624

　６　配当金の支払額 △453 ─

　７　その他 △8 △2

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △5,439 13,852

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 58 △628

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △2,181 8,132

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,863 4,682

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,682 12,814
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

─────── 　　　当社は、資金調達の一環として、金融機関数社とシン

ジケートローン契約およびコミットメントライン契

約を締結している。当連結会計年度末において、両契

約および一部の個別金銭消費貸借契約において、財

務制限条項に抵触する事実が発生している。当該状

況により、当連結会計年度末において継続企業の前

提に重要な疑義が存在していた。当社は、当該状況を

解消すべく、親会社である日本電気㈱に対し、当社に

対する融資枠の設定を申し入れ、平成20年４月25日

に当該融資枠の設定につき契約を締結した。これに

より、財務制限条項の抵触による借入金の期限前返

済の可能性を考慮しても、今後の資金繰りについて

の懸念は生じない。したがって、平成20年４月25日に

おいて、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消

されている。

　また、平成20年６月10日付にて、関係する全てのコ

ミットメントライン、シンジケートローン、個別金銭

消費貸借契約に関し、全貸付金融機関との間で、財務

制限条項を見直した変更契約が締結され、抵触の状

況は解消されている。

　　　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に

反映していない。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社数　　27社

　　主要な連結子会社

　　NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.、

NEC東金電子(呉江)㈲、NEC東金電子(厦門)㈲、

NEC TOKIN Electronics (Vietnam) Co.,Ltd.、 

NEC TOKIN Electronics (Philippines) Inc.、

NEC TOKIN Singapore Pte.Ltd.、

NEC TOKIN Hong Kong Ltd.、台湾恩益禧東金(股) 

　NT Sales Hong Kong Ltd.は平成18年４月21日付

で、NEC TOKIN Korea Co.,Ltd.は平成18年12月14日

付で新たに設立したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めることとした。 

　前連結会計年度まで連結の対象としていたNECトー

キン富山㈱、NECトーキン栃木㈱、NECトーキン兵庫

㈱、NECトーキン岩手㈱の４社は、平成18年４月１日

付で当社に吸収合併しており、当連結会計年度より、

連結の範囲から除外している。 

　また、トーキン商工㈱については、平成18年７月１

日付で当社に吸収合併しているが、合併時までの損

益については連結に含めている。 

　北光電子㈱については、平成18年９月１日付で全株

式を売却しているが、売却時までの損益については

連結に含めている。 

 

　(1) 連結子会社数　　21社

　　主要な連結子会社

　　NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd.、

NEC東金電子(呉江)有限公司、

NEC東金電子(厦門)有限公司、

NEC TOKIN Electronics (Vietnam) Co.,Ltd.、

NEC TOKIN Electronics (Philippines) Inc.、

NEC TOKIN Singapore Pte.Ltd.、

NEC TOKIN Hong Kong Ltd.、

台湾恩益禧東金股?有限公司

　前連結会計年度まで連結子会社であったNT販売㈱

およびNT Sales Hong Kong Ltd.は、平成19年４月２

日付で株式の一部を売却したため関連会社となり、

当連結会計年度より連結の範囲から除外している。

　 N E C  T O K I N  A m e r i c a  I n c . 、

NEC TOKIN Interna-tional,Inc.および

Tokin Magnetics,Inc.は、平成

19年４月１日付で合併し、NEC TOKIN America Inc.

となったため、消滅会社であるNEC TOKIN America 

Inc.、Tokin Magnetics, Inc.は、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外している。NEC TOKIN 

International,Inc.は、NEC TOKIN America Inc.に

社名変更した。 

　トーキン商工㈱については、平成18年７月１日付で

当社に吸収合併したため、当連結会計年度より連結

の範囲から除外している。 

　北光電子㈱については、平成18年９月１日付で全株

式を売却したため、当連結会計年度より連結の範囲

から除外している。 

　NEC TOKIN Thailand Co.,Ltd.は、平成20年１月23

日に清算を結了しているが、清算結了時までの損益

については連結に含めている。　

　(2) 非連結子会社

　　　Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

───────

　(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

      Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、当社の支配力が実質的に及ばないた

め、連結の範囲より除外している。

　なお、Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は、

平成19年１月22日に清算を結了した。

───────

２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法を適用した関係会社 　(1) 持分法を適用した関係会社

　　　関連会社

　　　日本イットリウム㈱の１社

　　　関連会社

　　　NT販売㈱

　　　NT Sales Hong Kong Ltd.

　　　日本イットリウム㈱の３社

　　　なお、前連結会計年度まで連結子会社であったNT販売

㈱およびNT Sales Hong Kong Ltd.は、平成19年４月

２日付で株式の一部を売却したため関連会社とな

り、当連結会計年度より持分法適用会社に含めるこ

ととした。
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　 前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(2) 持分法を適用しない非連結子会社

　　　Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.

───────

　(3) 上記(2)の会社について持分法を適用しない理由

      Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は会社

清算中であり、かつ重要性がないため、持分法の適用

から除外している。

　なお、Tokin Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd.は、

平成19年１月22日に清算を結了した。　　

　

───────

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちNEC東金電子(厦門)㈲、NEC東金電子

(呉江)㈲、NEC TOKIN Shenzhen Co.,Ltd.及び

NEC TOKIN Shanghai Co.,Ltd.の決算日は、12月31日

であり、連結財務諸表の作成に当たって、上記４社に

ついては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用している。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちNEC東金電子(厦門)有限公司、NEC東金

電子(呉江)有限公司、NEC TOKIN Shenzhen Co.,

Ltd.およびNEC TOKIN Shanghai Co.,Ltd.の決算日

は、12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たって、

上記４社については、連結会計年度末日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用している。

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

　　　　　 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法によっている。)

　　①有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　　同　左

　

　　　　　時価のないもの

　　　　　　移動平均法に基づく原価法

　　　　　時価のないもの

　　　　　　同　左

　　②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

　　　時価法

　　②デリバティブ取引により生じる債権及び債務

　　　　同　左

　　③たな卸資産

　　　主として先入先出法に基づく原価法

　　③たな卸資産

　　　　同　左

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産

　　　定率法

　　 　 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附

属設備を除く。)については、定額法による。

　　　なお、主な耐用年数は次のとおりである。

　　　　建物及び構築物　　　　　　15～38年

　　　　機械装置及び運搬具　　　　４～12年

　　①有形固定資産

　　　建物(建物附属設備を除く) 

a 平成10年３月31日以前に取得したもの 

　　旧定率法 

b 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに

　取得したもの 

　　旧定額法 

c 平成19年４月１日以後に取得したもの 

　　定額法 

建物以外 

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

　　旧定率法 

b 平成19年４月１日以後に取得したもの 

　　定率法

また、主な耐用年数は次のとおりである。 

　　建物及び構築物　　　　８～38年

　　機械装置及び運搬具　　４～12年
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　（会計方針の変更） 

　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６号)および(法人

税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更している。 

　これにより、営業利益は161百万円減少し、経常損

失および税金等調整前当期純損失は、それぞれ161

百万円増加している。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。

　　（追加情報） 

　当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償

却が終了しているものについては、償却終了年度

の翌連結会計年度から残存簿価を５年間で均等償

却している。 

　これにより、営業利益は305百万円減少し、経常損

失および税金等調整前当期純損失は、それぞれ305

百万円増加している。 

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。 

　　②無形固定資産

　　　定額法

　　　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法による。

　　②無形固定資産

　　　定額法

　　 　 同　左

　(3) 重要な引当金の計上基準 　(3) 重要な引当金の計上基準

　　①貸倒引当金

　　　売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため設

定しており、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

　　①貸倒引当金

　　 　 同　左

　　②賞与引当金

　　　従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度に見合う分を計上してい

る。

　　②賞与引当金

　　 　  同　左

　　③役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し

ている。

　 （会計方針の変更）

　　　当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用している。

　　　ただし、当連結会計年度に対する役員賞与の支給見込

みがないため、引当金の計上はしていない。

───────
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　④製品引取損失引当金

　　　顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失に備

えるため、当連結会計年度末における損失見込額を

計上している。

───────

　　　なお、その繰入額は次のとおり処理している。

売上高戻入に伴う売上総損失 349百万円

特別損失 2,453

2,803

　　⑤退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると認め

られる額を計上している。

　　　会計基準変更時差異は、主として15年による均等額を

費用処理している。

　　　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

費用処理することとしている。

　　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしている。

　　⑤退職給付引当金

　　 　 同　左

　　⑥役員退職慰労引当金 　　⑥役員退職慰労引当金

　　　役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労

金内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上して

いる。

　

───────

　　（追加情報） 

　当社は、従来、役員に対する退職慰労金の支給に

充てるため、役員退職慰労金内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上してきたが、平成19年６

月28日開催の株主総会において、当社の取締役、監

査役に対する退職慰労金制度を廃止した。 

　これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、

当連結会計年度末における役員退任時の打ち切り

支給未払額61百万円については、「固定負債(その

他)」に含めて表示している。 

　(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。

　(4) 重要なリース取引の処理方法
　　　　同　左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(5) 重要なヘッジ会計の方法 　(5) 重要なヘッジ会計の方法

　　①ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用している。

　　　なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等

については、振当処理を行っている。

　　　また、金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしているので、特例処理を採用している。

　　①ヘッジ会計の方法

　　　　同　左

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段　為替予約・通貨オプション・

金利スワップ

　　　ヘッジ対象　外貨建金銭債権債務等・借入金の利息

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同　左

　　③ヘッジ方針

　　　　外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的

で為替予約取引および通貨オプション取引を行

い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに行っている。

　　③ヘッジ方針

　　　　同　左

　(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 　(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

　　　　税抜方式によっている。

　　

　　　消費税等の会計処理

　　　　同　左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっている。

　

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　同　左

６　負ののれんの償却に関する事項

　　負ののれんは、５年間で均等償却している。
　　

６　負ののれんの償却に関する事項

　　　同　左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　手許現金、要求払預金、ＣＭＳ制度預け金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資

　

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　同　左
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会計処理の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号)を適用している。 

　これによる損益に与える影響はない。 

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

25,314百万円である。 

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成している。

　　

───────

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正）

　当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年

８月11日 企業会計基準適用指針第２号)を適用してい

る。 

　これによる損益に与える影響はない。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成している。

　　

───────

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号)を適用している。 

　これによる損益に与える影響はない。

　

───────
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表示方法の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（連結貸借対照表）

　 当連結会計年度から、「未払消費税等」(当連結会計年

度 63百万円)は、金額が僅少となったため、流動負債

の「その他」に含めて表示している。

（連結損益計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「負

ののれん償却額」と表示している。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から「負

ののれん償却額」と表示している。

２ 当連結会計年度から、「短期貸付金の増加(△)・減少

額」(当連結会計年度 △0百万円)は、金額が僅少と

なったため、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示している。

　

───────
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。

※１　非連結子会社および関連会社に対するものは次の

とおりである。

投資有価証券(株式) 735百万円 投資有価証券(株式) 1,104百万円

※２　取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

※２　取得価額より直接控除している国庫補助金および

保険差益

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24

有形固定資産(その他) 1

無形固定資産 0

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 24

有形固定資産(その他) 1

無形固定資産 0

※３　担保に供している資産は、次のとおりである。 ※３　担保に供している資産は、次のとおりである。

資産
金額
(百万円)

担保権の種類

建物及び構築物 265
工場財団抵当権

土地 2

計 268
　

資産
金額
(百万円)

担保権の種類

建物及び構築物 561
工場財団抵当権

土地 2

計 563
　

　　　同上に対する借入金 　　　同上に対する借入金

短期借入金 149(百万円)

長期借入金 50

計 199

短期借入金 40(百万円)

長期借入金 10

計 50

※４　連結会計年度末日満期手形の処理

　　　当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

満期日に決済が行われたものとして処理している。

───────

　　　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われ

たものとして処理している。

受取手形 4百万円

支払手形 230

　　

　５　債務保証

───────
保証先

保証金額
(百万円)

保証債務
の内容

NT販売㈱ 1,510
借入金等に伴
う債務保証

※６　当社において、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関８社と限度額10,000百万円の短期

型貸出コミットメントライン契約を、長期の資金需

要に対する備えとして、取引金融機関10社と限度額

10,000百万円の長期型貸出コミットメントライン契

約を締結している。当連結会計年度末における貸出

コミットメントラインに係る借入金実行残高等は次

のとおりである。　

貸出コミットメントラインの総額 20,000百万円

借入実行残高 300

差引額 19,700

※６　当社において、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関８社と限度額20,000百万円の短期

型貸出コミットメントライン契約を締結している。

当連結会計年度末における貸出コミットメントライ

ンに係る借入金実行残高等は次のとおりである。　

貸出コミットメントラインの総額 20,000百万円

借入実行残高 10,000

差引額 10,000
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

　７　財務制限条項

─────── 　　　当社が締結している借入金契約に付されている財務

制限条項について、当連結会計年度において抵触し

ているものは以下のとおりである。なお、当該状況に

ついては、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせ

る事象又は状況」に記載している。

 (1)シンジケートローン契約（締結日平成16年９月29

日、残高3,000百万円の契約、および締結日平成18年

９月27日、残高5,000百万円の契約）および一部の金

融機関との金銭消費貸借契約（締結日平成16年12月

29日、残高656百万円）

　①各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載

される当期純損益を二期連続して損失としないこ

と。

　②各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載

される純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株

予約権および少数株主持分の合計金額を控除した金

額を216億円以上に維持すること。

 (2)当社の短期型コミットメントライン契約（締結日平

成18年９月26日、残高10,000百万円）

　　　各連結会計年度の決算期および中間期の末日におけ

る連結貸借対照表における純資産の部の金額から繰

延ヘッジ損益、新株予約権および少数株主持分の合

計金額を控除した金額を216億円以上に維持するこ

と。

 (3)当社の長期型コミットメントライン契約（締結日平

成18年３月30日、残高9,760百万円）

　　　各連結会計年度の決算期および中間期の末日におけ

る連結貸借対照表における純資産の部の金額から繰

延ヘッジ損益、新株予約権および少数株主持分の合

計金額を控除した金額を180億円以上に維持するこ

と。

　　　なお、平成20年６月10日付にて、関係する全てのコミッ

トメントライン、シンジケートローン、個別金銭消費貸

借契約に関し、全貸付金融機関との間で、財務制限条項

を見直した変更契約が締結され、抵触の状況は解消さ

れている。
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。

※１　このうち販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりである。

運賃及び荷造費 1,775百万円

貸倒引当金繰入額 37

給料諸手当 5,250

賞与引当金繰入額 828

退職給付引当金繰入額 952

役員退職慰労引当金繰入額 25

減価償却費 708

研究開発費 3,244

運賃及び荷造費 1,546百万円

貸倒引当金繰入額 83

給料諸手当 4,718

賞与引当金繰入額 493

退職給付引当金繰入額 634

減価償却費 529

研究開発費 3,078

　　　当期製造費用には研究開発費は含まれていない。 　　　当期製造費用には研究開発費は含まれていない。

※２　固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。 ※２　固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。

機械装置及び運搬具 15百万円

土地 3

建設仮勘定 7

有形固定資産(その他) 14

無形固定資産 100

建物及び構築物 13百万円

機械装置及び運搬具 17

※３　事業移転利益の内容は次のとおりである。

光デバイス事業譲渡に伴う移

転利益
151百万円

───────

※４　固定資産売却損の主な内容は次のとおりである。 ※４　固定資産売却損の主な内容は次のとおりである。

機械装置及び運搬具 78百万円

建設仮勘定 9

機械装置及び運搬具 2百万円

※５　固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。 ※５　固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。

建物及び構築物 222百万円

機械装置及び運搬具 857

建設仮勘定 348

有形固定資産(その他) 17

建物及び構築物 69百万円

機械装置及び運搬具 75

建設仮勘定 193

有形固定資産(その他) 10
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※６　減損損失

　　　当社グループは、以下の資産グループについて減損損

失を計上した。

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休
宮城県 建物 14

仙台市 土地 8

遊休
宮城県

土地 15
伊具郡

遊休
宮城県

無形固定資産 20
仙台市他

計 58

※６　減損損失

　　　当社グループは、以下の資産グループについて減損損

失を計上した。

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休
宮城県

土地 179
白石市

遊休

宮城県 　機械装置及び

117仙台市他 　運搬具、有形固定

　資産(その他)

遊休
宮城県

無形固定資産 1
仙台市

計 297

　（経緯）

　　　上記のうち宮城県仙台市の建物及び土地については、

当連結会計年度において遊休資産となり、不動産鑑

定評価額が資産簿価を下回っていたため、減損損失

を認識した。当該資産は、平成19年３月に売却した。

　　　また、宮城県伊具郡に所有する土地については、現在

遊休資産となっており、地価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。

　　　また、宮城県仙台市他の無形固定資産については、帳

簿価額が正味売却価額まで回復が見込まれないと判

断し、減損損失を認識した。

（経緯）

　　　上記のうち、宮城県白石市の土地については、現在遊

休資産となっており、不動産鑑定評価額が資産簿価

を下回っていたため、減損損失を認識した。

　　　また、宮城県仙台市他の機械装置及び運搬具、有形固

定資産(その他)については、製品生産終息に伴い将

来の使用が見込まれなくなった遊休資産につき減損

を認識したものであり、減損の内訳は、機械装置及び

運搬具100百万円、有形固定資産(その他)16百万円で

ある。

　　　なお、この他に事業構造改革費用として702百万円の

固定資産の減損を計上している。

　（グルーピングの方法）

　　　会社単位で、複数事業がある会社については事業単位

とする。また、将来の使用が見込まれていない遊休資

産については個々の物件単位でグルーピングをして

いる。

　（グルーピングの方法）

　　　会社単位で、複数事業がある会社については事業単位

とする。また、将来の使用が見込まれていない遊休資

産については個々の物件単位でグルーピングをして

いる。

　（回収可能価額の算定方法等）

　　　正味売却価額、不動産鑑定評価基準

　（回収可能価額の算定方法）

　　　遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によってお

り、土地については不動産鑑定評価額、また、その他

の資産については市場価額を参考に算定している。

※７　たな卸資産廃棄損

　　　事業構造改革の一環として実施した製品構成の見直

し等による廃棄損である。

───────
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※８　製品引取損失引当金繰入額およびたな卸資産評価

損

　　　当社内の製造指示の不手際により、仕様と異なる製品

を製造したことを原因として、顧客からの製品引取

要請に伴って発生する損失見込額および当該製品の

評価損である。

───────

※９　製品取替回収損失

─────── 　　　製品の不具合により、顧客からの製品取替要請および

製品の回収に伴って発生した損失額である。

※10　事業構造改革費用

─────── 　　　海外メーカー向けの携帯電話用角型電池分野からの

撤退に伴い発生するたな卸資産の処分、生産設備の

廃棄、固定資産の減損による損失を計上した。

たな卸資産廃棄関連 2,158百万円

固定資産廃棄関連 607

固定資産減損関連 702

3,468

　　　上記のうち、固定資産減損関連702百万円については、

電池事業の構造改革に伴い将来の収益性の見直しを

行った結果、栃木県宇都宮市に所有する当該事業部

門資産グループの減損を認識したものであり、減損

損失の内訳は、建物及び構築物79百万円、機械装置及

び運搬具478百万円、有形固定資産(その他)63百万

円、建設仮勘定65百万円、無形固定資産２百万円およ

び投資その他の資産(その他)11百万円である。

　　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュフローを5.3%で割

り引いて算定している。

※11　事業移転損失の内容は次のとおりである。

　　　子会社を売却した際の株式の売却損及び退職金の積

立不足に関する補填

───────

関係会社株式売却損 110百万円

退職給付関連追加費用 119

229
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 113,516 － － 113,516

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 107 14 0 121

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりである。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　14千株

減少数の主な内訳は、次のとおりである。

　単元未満株式の売渡請求に基づく処分による減少　　 0千株

　
３　新株予約権等に関する事項

　　　純資産の部に計上されていない新株予約権であるため、記載を省略している。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 453 4 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　　　　該当事項はない。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 113,516 － － 113,516

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 121 10 3 127

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりである。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　10千株

減少数の主な内訳は、次のとおりである。

　単元未満株式の売渡請求に基づく処分による減少　　 3千株

　
３　新株予約権等に関する事項

　　　純資産の部に計上されていない新株予約権であるため、記載を省略している。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　該当事項はない。

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　該当事項はない。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,684百万円

預入期間が３ケ月を超える
定期預金

△1

現金及び現金同等物 4,682

現金及び預金勘定 12,836百万円

預入期間が３ケ月を超える
定期預金

△21

現金及び現金同等物 12,814

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の連

結除外時点の資産および負債の主な内訳ならびに連

結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入と

の関係は次のとおりである。

　　　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の連

結除外時点の資産および負債の主な内訳ならびに連

結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入と

の関係は次のとおりである。

　北光電子株式会社 　NT販売㈱およびNT Sales Hong Kong Ltd.

流動資産 165百万円

固定資産 212

流動負債 △51

固定負債 △164

少数株主 0

評価差額金 △3

事業整理損 △110

子会社株式の売却価額 49

子会社の現金及び現金同等物 △41

差引：子会社売却による収入 8

流動資産 1,507百万円

固定資産 229

のれん 54

流動負債 △1,220

固定負債 △80

有価証券評価差額金 △0

為替換算調整勘定 △0

少数株主持分 △239

関係会社株式売却益 159

子会社株式の売却価額 408

子会社の現金及び現金同等物 △284

差引：子会社売却による収入 123

※３　現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡によ

り減少した資産及び負債の主な内訳

　（事業の譲渡）

　光デバイス事業

───────

流動資産 381百万円

固定資産 438

事業移転利益 151

事業の譲渡の対価 971

諸費用の現金及び現金同等物 △ 6

差引：事業移転による収入 965

　４　重要な非資金取引の内容

　　　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ485

百万円である。

───────
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

4,228 2,679 1,548

(有形固定資産)
その他

1,260 365 894

5,489 3,045 2,443

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具

1,472 477 995

(有形固定資産)
その他

638 333 300

2,111 811 1,295

　(2) 未経過リース料期末残高相当額 　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,581百万円

１年超 901

2,483

１年以内 367百万円

１年超 1,013

1,381

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 1,097百万円

減価償却費相当額 1,002

支払利息相当額 73

支払リース料 777百万円

減価償却費相当額 692

支払利息相当額 47

　(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

　　利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっている。

　(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　　同　左

　　利息相当額の算定方法

　　　同　左

２　オペレーティング・リース取引 ２　オペレーティング・リース取引

　未経過リース料 　未経過リース料

１年以内 1百万円

１年超 3

4

１年以内 2百万円

１年超 7

9
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(有価証券関係)

Ⅰ　前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 381 848 467

小計 381 848 467

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 264 260 △3

その他 47 44 △2

小計 311 305 △6

合計 693 1,154 461

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。

　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損37百万円を計上している。

　なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去

１年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。

　

２　時価評価されていない有価証券

　

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

　非上場株式 129

合計 129
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Ⅱ　当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 242 480 238

小計 242 480 238

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 394 283 △111

その他 47 33 △14

小計 442 316 △125

合計 684 797 112

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額である。

　当連結会計年度においては、減損処理を行っていない。

　なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、時価の下落率が30％以上50％未満の場合には、当該個別銘柄の連結会計年度末日以前過去

１年間の時価の推移により、一定のルールに基づいて減損処理を行っている。

　

２　時価評価されていない有価証券

　

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

　非上場株式 124

合計 124

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略している。
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(デリバティブ取引関係)

　１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等

　　通常の外貨建営業取引に係る輸出実績を踏まえ、将来

の為替レートの変動リスクを回避する目的で為替予約

取引および通貨オプション取引を、また、借入金の金利

変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を

行っている。　　

(1) 取引の内容及び利用目的等

　　　同　左

(2) 取引に対する取組方針

　　当社および連結子会社の利用するデリバティブ取引

は、ヘッジを目的としているため、実需原則を基本と

し、債権債務の範囲内で行うこととしており、投機を目

的とするデリバティブ取引は行わない。

(2) 取引に対する取組方針

　　　同　左

(3) 取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引および通貨オプションにおいては為替相

場の変動によるリスク、金利スワップ取引においては

市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有している。

　　なお、当社および連結子会社のデリバティブ取引の契

約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため相

手先の契約不履行によるリスクはほとんどない。

(3) 取引に係るリスクの内容

　　　同　左

(4) 取引に係るリスク管理体制

　　当社のデリバティブ取引の実行および管理は、「デリ

バティブ取引管理規程」に従い、経理部が行っている。

 

　経理部長は、デリバティブ取引を実行する場合、取引

限度額等について事前に包括的に取締役会の承認を得

なければならず、また取引の実績についても取締役会

に報告することとなっている。また、連結子会社はこれ

に準じてリスク管理を行っている。

(4) 取引に係るリスク管理体制

　　　同　左

　

　
２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1)通貨関連

　

種　類

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

当連結会計年度末
(平成20年３月31日)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損
（△）益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損
（△）益
(百万円)

為替予約取引　

　売建　米ドル 5,255 ― 5,216 38 ─ ─ ─ ─

　買建　米ドル 826 ― 825 △1 ─ ─ ─ ─

合　　計 ― ― ― 37 ─ ─ ─ ─

(注) １　時価の算定方法

　　為替予約取引の期末時価は先物為替相場によっている。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。
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(退職給付関係)

Ⅰ　前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

　１　採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、当社および連結子会社５社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けて

おり、当社および連結子会社１社は規約型確定給付企業年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似

制度）を採用しており、連結子会社２社は税制適格退職年金制度を採用している。

平成18年４月１日付で当社が吸収合併した国内生産子会社４社の従業員の退職一時金制度について、

平成18年10月１日より当社の退職金規程を適用しており、また、被合併会社各社が採用していた税制適格

年金制度について解約し、同日付で当社の規約型確定給付企業年金制度に統合している。

当該制度の変更に伴い、退職給付会計における退職給付債務が６億30百万円、年金資産が１億79百万円

それぞれ増加し、過去勤務債務が４億51百万円発生している。なお、当該過去勤務債務は発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理している。

また、当社および連結子会社１社において、平成19年４月1日付けで退職一時金規程を改定し、退職一時

金の将来分の一部について、企業型確定拠出年金制度(NECグループ企業型年金)を導入している。

当該制度の変更に伴い、退職給付会計における退職給付債務が12億35百万円減少し、同額の過去勤務債

務が発生している。なお、当該過去勤務債務は発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により処理している。

　

　２　退職給付債務に関する事項

　

項　　目 金額(百万円)

イ　退職給付債務 △22,564

ロ　年金資産 10,647

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △11,917

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 4,836

ホ　未認識過去勤務債務 △226

ヘ　未認識数理計算上の差異 2,373

ト　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △4,934

(注)　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

　

　３　退職給付費用に関する事項

　

項　　目 金額(百万円)

イ　勤務費用 1,232

ロ　利息費用 453

ハ　期待運用収益 △185

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 619

ホ　過去勤務債務の費用処理額 59

ヘ　数理計算上の差異の費用処理額 295

ト　臨時に支払った割増退職金等 56

チ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 2,529

(注) １　受入出向者に係る退職給付費用39百万円は、「イ　勤務費用」に計上している。

２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　勤務費用」に計上している。

　

　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
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イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として２％

ハ　期待運用収益率 主として２％

ニ　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 主として15年（発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、費用処理すること

としている。）

ヘ　数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしている。)

　

　

Ⅱ　当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

　１　採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、当社および連結子会社５社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けて

おり、当社および連結子会社１社は規約型確定給付企業年金制度（キャッシュ・バランス・プラン類似

制度）を採用しており、連結子会社１社は特定退職金共済制度を採用している。

　

　２　退職給付債務に関する事項

　

項　　目 金額(百万円)

イ　退職給付債務 △22,614

ロ　年金資産 10,456

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △12,158

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 4,233

ホ　未認識過去勤務債務 △218

ヘ　未認識数理計算上の差異 2,921

ト　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △5,221

(注)　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

　

　３　退職給付費用に関する事項

　

項　　目 金額(百万円)

イ　勤務費用 1,124

ロ　利息費用 445

ハ　期待運用収益 △313

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 613

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △8

ヘ　数理計算上の差異の費用処理額 265

ト　確定拠出年金に係る拠出額 186

チ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 2,312

　 (注) １　受入出向者に係る退職給付費用24百万円は、「イ　勤務費用」に計上している。

２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　勤務費用」に計上している。
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　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として２％

ハ　期待運用収益率 主として３％

ニ　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 主として15年（発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、費用処理すること

としている。）

ヘ　数理計算上の差異の処理年数 主として15年(発生時の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしている。)

　

　

(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

　　流動資産

１　繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

　　流動資産

繰越欠損金 649百万円

賞与引当金 956

たな卸資産評価減 556

固定資産除却損 330

外国税額控除 737

製品引取損失引当金 1,131

その他 386

繰延税金資産小計 4,748

評価性引当額 △974

繰延税金負債相殺 △8

繰延税金資産純額 3,766

繰越欠損金 617百万円

賞与引当金 898

たな卸資産評価減 309

固定資産除却損 159

外国税額控除 479

製品引取損失引当金 119

その他 220

繰延税金資産小計 2,804

評価性引当額 △481

繰延税金負債相殺 △18

繰延税金資産純額 2,303

　　固定資産 　　固定資産

繰越欠損金 2,384百万円

外国税額控除 1,027

退職給付引当金 1,933

減損損失 325

投資有価証券評価減 74

その他 239

繰延税金資産小計 5,985

評価性引当額 △1,485

繰延税金負債相殺 △648

繰延税金資産純額 3,852
　

繰越欠損金 5,745百万円

外国税額控除 814

退職給付引当金 2,061

減損損失 726

投資有価証券評価減 75

その他 240

繰延税金資産小計 9,664

評価性引当額 △9,419

繰延税金負債相殺 △4

繰延税金資産純額 240
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

　繰延税金負債

　　流動負債

　繰延税金負債

　　流動負債

連結修正による貸倒引当金の
調整

2百万円

その他 7

繰延税金負債小計 10

繰延税金資産相殺 △8

繰延税金負債純額 2
　

連結修正による貸倒引当金の
調整

5百万円

その他 13

繰延税金負債小計 19

繰延税金資産相殺 △18

繰延税金負債純額 0
　

　　固定負債 　　固定負債

その他有価証券評価差額金 185百万円

特別償却準備金 10

子会社の留保利益金 452

その他 20

繰延税金負債小計 668

繰延税金資産相殺 △648

繰延税金負債純額 20

　

その他有価証券評価差額金 29百万円

特別償却準備金 0

子会社の留保利益金 245

その他 4

繰延税金負債小計 279

繰延税金資産相殺 △4

繰延税金負債純額 274

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳

　　　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載し

ていない。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の

内訳

 　　　同　左

─────── ３　法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の修正額

　　　繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した

法定実効税率は、当期における税率の変更により

40.4％から40.6％に変更されている。この変更によ

る繰延税金資産、繰延税金負債および法人税等調整

額の金額に与える影響は軽微である。

　

前へ
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当社グループは、電気通信機器用ならびに一般電子機器用の電気磁気材料、部品およびその応用製

品を製造販売しており、それらは互いに関連があり、また、それらが使用される分野(市場)と販売方

法は同じ単一セグメントであるので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

85,69243,0981,515 5,558135,864 ― 135,864

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

43,83962,823 715 15 107,393(107,393)―

計 129,531105,9212,231 5,573243,258(107,393)135,864

営業費用 127,775103,2662,155 5,521238,719(107,627)131,091

営業利益 1,755 2,654 76 52 4,538 233 4,772

Ⅱ　資産 108,68354,976 939 2,603167,202(48,667)118,535

(注)１　国または地域の区分は、地理的近接度によっている。
２　本邦以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりである。
(1) アジア　　シンガポール、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)
(2) 北米　　　アメリカ
(3) 欧州　　　ドイツ、イギリス

３　資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は1,396百万円であり、その主なものは当社での長
期投資資金(投資有価証券等)である。

　
　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

68,85444,4181,145 5,593120,011 ─ 120,011

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

46,92565,595 545 16 113,082(113,082)─

計 115,779110,0141,690 5,610233,094(113,082)120,011

営業費用 117,087108,1571,571 5,574232,391(112,955)119,435

営業利益
(又は営業損失)

(1,307)1,856 118 36 703 (127) 575

Ⅱ　資産 97,88148,429 727 2,220149,258(43,421)105,836

(注)１　国または地域の区分は、地理的近接度によっている。
２　本邦以外の区分に属する主な国または地域は次のとおりである。
(1) アジア　　シンガポール、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)
(2) 北米　　　アメリカ
(3) 欧州　　　ドイツ

３　資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は1,392百万円であり、その主なものは当社での長
期投資資金(投資有価証券等)である。
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４　会計処理の方法の変更
　（減価償却資産の減価償却の方法の変更）
　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社および国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人
税法に基づく減価償却の方法に変更している。

　　　これに伴い、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費用は、日本において161百万円増加し、

営業利益が同額減少している。

　（追加情報）

　　　当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が終了し

ているものについては、償却終了年度の翌連結会計年度から残存簿価を５年間で均等償却している。

　　　これに伴い、従来の方法によった場合と比較し、当連結会計年度の営業費用は、日本において305百万円増加し、

営業利益が同額減少している。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 54,683 5,043 5,648 65,375

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 135,864

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

40.2 3.7 4.2 48.1

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度によっている。
２　各区分に属する主な国または地域は次のとおりである。
(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)、韓

国
(2) 北米 アメリカ
(3) その他の地域ドイツ、イギリス、その他

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 48,177 3,924 5,746 57,848

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 120,011

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

40.1 3.3 4.8 48.2

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度によっている。
２　各区分に属する主な国または地域は次のとおりである。
(1) アジア シンガポール、台湾、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、中国(香港を含む)、韓

国
(2) 北米 アメリカ
(3) その他の地域ドイツ、イギリス、その他

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。
　

　

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有
割合

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(百万円)

科目
期末
残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会
社

日本
電気
㈱

東京
都港
区

337,822

コンピュータ、
通信機器、ソフ
トウェア等の製
造および販売な
らびに関連サー
ビスの提供を含
むＩＴ・ネット
ワークソリュー
ション事業

被所有
　
直接
51.29％
　
間接
1.05％

兼任
２名
転籍
８名

当社製品の
販売ならび
に同社から
の仕入、資金
調達等

― ―
新株予
約権付
社債

7,500

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等
①新株予約権付社債は、引受証券会社が全部を買取引受けし、そのうち当社が指定する販売先として販売を行ったもの
である。取引条件等については、他の投資家と同様である。
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２　役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(百万円)

科目
期末
残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員
及び
その
近親
者

鎌田宏 ― ―
当社監査役
㈱七十七銀行
代表取締役頭取

(注)２ ― ―

㈱七十七
銀行から
の当社資
金借入
(注)１

資金の借入
 　　　70

短期
借入金

70

資金の返済
　　　473

長期
借入金
(一年内
返済予定
分含む)

1,304

資金の借入
　　　200

利息の支払
　　　 26

未払費用 1

(注)１．取引条件ないし取引条件の決定方針等
　当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行からの当社資金借入については、他の金融機関との取引条
件を勘案して、交渉により決定している。
２．当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行は、当連結会計年度末日現在、当社株式を542千株(所
有株式割合で0.48%)所有し、当社は同行の株式を151千株(所有株式割合で0.04%)所有している。なお、本人との資本
的関係はない。

　

３　兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有
割合

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(百万円)

科目
期末
残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会
社の
子会
社

NEC
ファシ
リ
ティー
ズ㈱

東京
都港
区

240

建物・環境シス
テム等の設計、
施工管理、営繕
業務および施設
管理業務ならび
に保険代理業、
不動産管理業

なし なし なし
土地の
整備

261 ― ―

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等
土地の整備については、提示された見積もりを他社より入手した見積もりと比較の上、交渉により決定している。
　

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有
割合

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(百万円)

科目
期末
残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会
社

日本
電気
㈱

東京
都港
区

337,939

コンピュータ、
通信機器、ソフ
トウェア等の製
造および販売な
らびに関連サー
ビスの提供を含
むＩＴ・ネット
ワークソリュー
ション事業

被所有
　
直接
51.29％
　
間接
1.05％

兼任
２名
転籍
７名

当社製品の
販売ならび
に資金調達

― ─
新株予
約権付
社債

7,500

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等
①新株予約権付社債は、引受証券会社が全部を買取引受けし、そのうち当社が指定する販売先として販売を行ったもの
である。取引条件等については、他の投資家と同様である。

　

２　役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
割合

関係内容
取引の
内容

取引
金額
(百万円)

科目
期末
残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係
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役員
及び
その
近親
者

鎌田宏 ― ―
当社監査役
㈱七十七銀行
代表取締役頭取

(注)２ ― ―

㈱七十七
銀行から
の当社資
金借入
(注)１

資金の借入　　
2,289

短期
借入金

2,360

資金の返済　
421

長期
借入金
(１年内返
済予定分含
む)

2,883

資金の借入　　
2,000

利息の支払
35

未払費用 6

(注)１．取引条件ないし取引条件の決定方針等
　当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行からの当社資金借入については、他の金融機関との取引条
件を勘案して、交渉により決定している。
２．当社監査役 鎌田宏が代表取締役となっている㈱七十七銀行は、当連結会計年度末日現在、当社株式を542千株(所
有株式割合で0.48%)所有し、当社は同行の株式を151千株(所有株式割合で0.04%)所有している。なお、本人との資本
的関係はない。

　

　

(企業結合等関係)

 前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

（提出会社による光デバイス事業の事業譲渡）

１　事業分離の概要

 (1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容

 　 ㈱精工技研　　　光デバイス事業（内容：光通信デバイスの製造販売）

 (2)事業分離を行った主な理由

  　経営資源を集中するために、光デバイス事業は、他社への譲渡が適切であると判断し、譲渡

　　　した。

 (3)事業分離日

  　平成18年６月１日（事業譲渡日）

 (4)事業分離の概要

 　 当社が所有する光デバイス事業を譲渡した。なお、譲渡価額は971百万円である。

２　実施した会計処理の概要

本事業分離は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）に準じた会計処理を適用した。

受取対価と移転した事業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額は、移転利

益として計上している。

３　事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称

（セグメント情報）に記載のとおり、当企業グループは、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

している。

　

 当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日) 

（共通支配下の取引等関係）

１　企業結合の概要

 (1)結合当事企業

　  NEC TOKIN International,Inc.、NEC TOKIN America Inc.、Tokin Magnetics,Inc.
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 (2)事業の概要

　  NEC TOKIN International,Inc.

　　　　　 　 NEC TOKIN America Inc.とTokin Magnetics,Inc.の持株会社

　  NEC TOKIN America Inc.

　　　　　 　 電子材料、部品の販売

　  Tokin Magnetics,Inc.

　　　　　　  電子材料、部品の製造

 (3)企業結合の法的形式

　  NEC TOKIN International,Inc.を存続会社とする吸収合併

 (4)企業結合後の名称

　  NEC TOKIN America Inc.

  （存続会社であるNEC TOKIN International,Inc.が消滅会社であるNEC TOKIN America Inc.の

　　　社名に社名変更した。） 

 (5)取引の概要

　①合併の目的

　　本合併は、北米地域におけるグループ価値最大化を目的とした、北米地域子会社の企業再編

　　　である。

　②合併期日

　　平成19年４月１日

２　実施した会計処理の概要

この吸収合併は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引として全て消去している。従ってこの

会計処理が連結財務諸表に与える影響はない。

　

EDINET提出書類

ＮＥＣトーキン株式会社(E01778)

有価証券報告書

 74/120



(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 223円32銭１株当たり純資産額 91円18銭

１株当たり当期純損失 16円52銭１株当たり当期純損失 112円75銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載していない。

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 25,360 10,338

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,322 10,338

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 37 ─

普通株式の発行済株式数(千株) 113,516 113,516

普通株式の自己株式数(千株) 121 127

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(千株)　　　　　　　 113,394 113,388

　

２　１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純損失の算定に用いられた当期純損失調整額の主要な内訳(百万円)

連結損益計算書上の当期純損失(百万円) 1,873 12,785

普通株式に係る当期純損失(百万円) 1,873 12,785

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,402 113,391

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

当期純利益調整額(百万円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳(千株)

　新株予約権 ─ ─

普通株式増加数(千株) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

株式の種類：普通株式
（新株予約権付社債） 同　左

株式の数：16,538千株
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　当社製電池パックおよび当社製電池セルを使用した電

池パックの取替・回収について

　平成19年６月13日、株式会社ウィルコムは、ＰＨＳ端末

（日本無線株式会社製）に搭載された当社製電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約13万４

千個）。さらに、平成19年６月14日、ＫＤＤＩ株式会社お

よび沖縄セルラー電話株式会社も、当社製電池セルを使

用した携帯電話端末（京セラ株式会社製）の電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約６万９

千個＝京セラ株式会社への納入個数）。

　取替・回収の理由は、当社で平成18年９月より適用し

た生産ラインにおいて、製造上の問題により、電池内部

の電極と電池端子とを接続する部品と電池缶壁との間

隙が小さくなる場合があり、この間隙を更に狭める方向

に外部からの強い衝撃が加わると、稀に短絡、発熱し、膨

張する可能性があるというものである。発火・破裂に至

るものではなく、通常に使用している場合には発熱・膨

張などが起こることもない。

　なお、株式会社ウィルコムのＰＨＳでは、人的・物的被

害は無いが、市場で数件の不具合が発生している。株式

会社ウィルコムのＰＨＳ端末と同じセルを搭載してい

るＫＤＤＩ株式会社および沖縄セルラー電話株式会社

の携帯電話では、市場クレームは発生していない。

　当社は、本問題を改善する対策をとるとともに、株式会

社ウィルコムおよび日本無線株式会社、またＫＤＤＩ株

式会社、沖縄セルラー電話株式会社および京セラ株式会

社と連携をとり対応している。

　なお、本件に関わる回収費用は、現時点では未定である

が、今後当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があ

る。

　

───────
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⑤ 【連結附属明細表】

　

【社債明細表】

会社名 銘柄
発行
年月日

前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

Ｎ Ｅ Ｃ
トーキン
㈱

2010年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債

平成17年
12月19日

15,000 15,000― 無担保
平成22年
12月17日

合　計 ― ― 15,000 15,000― ― ―

（注）１　新株予約権付社債の内容

発行すべ
き株式の
内容

新株予約
権の発行
価額

株式の発
行 価 格
(円)

発行価額
の 総 額
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した株
式の発行価額の総
額(百万円)

新株予約
権の付与
割合(％)

新株予約権の
行使期間

代用払込
に関する
事項

ＮＥＣ
トーキン
㈱普通株
式

無償
額面100円
につき
金102.5円

15,000 ― 100

自 平成18年
１月４日

至 平成22年
12月３日

（注）

（注）旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から当
該新株予約権に係る社債の全額の償還に代えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込
がなされたものとする旨の請求があったものとみなす。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内

（百万円）

１年超２年以内

（百万円）

２年超３年以内

（百万円）

３年超４年以内

（百万円）

４年超５年以内

（百万円）

─ ─ 15,000 ─ ─

　

【借入金等明細表】

　

区　分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 9,271 20,502 2.51 ―

１年内返済予定の長期借入金 9,251 8,015 1.83 ―

１年内返済予定のリース債務 518 725 4.56 ―

長期借入金(１年内返済予定のも
のを除く)

18,589 20,223 1.81
平成21年６月30日～
平成24年３月30日

リース債務(１年内返済予定のも
のを除く)

794 1,242 3.92
平成21年４月30日～
平成27年７月26日

その他の有利子負債 ─ ─ ─ ─

合　計 38,425 50,710 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２　長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)およびリース債務（１年内返済予定のものを除く）の連結決算
日後５年以内における返済予定額は次のとおりである。

　

区　分
１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 8,617 10,480 1,126 ─

リース債務 498 485 55 57

合　計 9,116 10,965 1,181 57

　

(2) 【その他】

該当事項なし。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,740 8,794

　２　受取手形 81 44

　３　売掛金 ※２ 20,911 13,809

　４　製品 3,921 8,313

　５　原材料 2,265 2,428

　６　仕掛品 5,463 3,678

　７　貯蔵品 243 292

　８　前払費用 264 302

　９　繰延税金資産 3,625 2,137

　10　関係会社短期貸付金 3,969 335

　11　未収入金 ※２ 9,530 7,274

　12　その他 369 261

　　　小計 52,387 47,671

　　　貸倒引当金 △59 △37

　　　流動資産合計 52,32849.4 47,63450.0

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1)　建物
※１
※３

26,847 27,221

 　　　　減価償却累計額 20,057 6,789 20,465 6,756

　　(2)　構築物 ※１ 2,709 2,744

 　　　　減価償却累計額 2,101 608 2,146 598

　　(3)　機械及び装置 ※３ 45,624 44,775

 　　　　減価償却累計額 34,429 11,194 35,061 9,714

　　(4)　車両運搬具 50 49

　　　　 減価償却累計額 47 3 44 4

　　(5)　工具器具及び備品 ※３ 9,230 9,366

　　　　 減価償却累計額 8,194 1,036 8,494 871

　　(6)　土地 ※１ 4,769 4,590

　　(7)　建設仮勘定 1,724 1,661

　　　有形固定資産合計 26,125(24.7) 24,196(25.4)
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　２　無形固定資産

　　(1)　特許権 3 2

　　(2)　商標権 0 0

　　(3)　意匠権 1 1

　　(4)　ソフトウェア ※３ 354 836

　　(5)　ソフトウェア仮勘定 459 33

　　(6)　その他 39 38

　　　無形固定資産合計 858(0.8) 912(1.0)

　３　投資その他の資産

　　(1)　投資有価証券 1,273 921

　　(2)　関係会社株式 11,095 10,943

　　(3)　出資金 0 0

　　(4)　関係会社出資金 7,839 8,852

　　(5)　従業員長期貸付金 15 8

　　(6)　長期前払費用 144 41

　　(7)　長期未収入金 ※２ 1,491 1,260

　　(8)　繰延税金資産 4,244 ─

　　(9)　その他 483 523

　　　　小  計 26,588 22,553

　　　　貸倒引当金 △1 △120

　　　投資その他の資産合計 26,587(25.1) 22,432(23.6)

　　　固定資産合計 53,57250.6 47,54150.0

　　　資産合計 105,900100.0 95,176100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※４ 304 174

　２　買掛金 ※２ 21,470 17,886

　３　短期借入金 ※７ 1,362 10,901

　４　１年内返済予定の
　　　長期借入金

※１
※７

8,551 7,591

　５　未払金 2,951 1,541

　６　未払費用 2,723 2,286

　７　未払法人税等 120 81

　８　前受金 26 36

　９　預り金 ※２ 1,804 752

　10　賞与引当金 2,256 1,927

　11　製品引取損失引当金 2,803 ─

　12　その他 99 66

　　　流動負債合計 44,47442.0 43,24745.4

Ⅱ　固定負債

　１　新株予約権付社債 ※２ 15,000 15,000

　２　長期借入金
※１
※７

17,861 20,030

　３　退職給付引当金 4,747 5,017

　４　役員退職慰労引当金 76 ─

　５　その他 469 599

　　　固定負債合計 38,15536.0 40,64642.7

　　　負債合計 82,62978.0 83,89388.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 12,990 12,990

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 11,063 11,063

　　(2) その他資本剰余金 0 ─

　　　　資本剰余金合計 11,063 11,063

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △997 △12,783

　　　　利益剰余金合計 △997 △12,783

　４　自己株式 △67 △69

　　　株主資本合計 22,98821.7 11,20011.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

273 81

　２　繰延ヘッジ損益 8 ─

　　　評価・換算差額等合計 281 0.3 81 0.1

　　　純資産合計 23,27022.0 11,28211.9

　　　負債及び純資産合計 105,900100.0 95,176100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 ※１ 123,945100.0 114,654100.0

Ⅱ　売上原価

　１　期首製品たな卸高 1,607 3,921

　２　当期製品製造原価 ※１ 74,412 50,253

　３　当期製品仕入高 ※１ 33,957 57,615

　４　他勘定より振替高 ※２ 4,343 ─

　　　合計 114,320 111,790

　５　期末製品たな卸高 3,921 8,313

　６　他勘定へ振替高 ※３ 2,861 107,53786.8 957 102,52089.4

　　　売上総利益 16,40813.2 12,13410.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※４ 14,66011.8 13,61711.9

　　　営業利益
　　　又は営業損失(△)

1,7481.4 △1,483△1.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 76 113

　２　受取配当金 ※１ 2,195 2,753

　３　為替差益 271 ─

　４　その他 359 2,9022.4 150 3,0172.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 562 581

　２　為替差損 ─ 1,422

　３　操業度差異 ─ 291

　４　その他 521 1,0840.9 435 2,7312.4

　　　経常利益
　　　又は経常損失(△)

3,5662.9 △1,197△1.1
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※５ 137 ─

　２　製品引取損失引当金
　　　戻入額

─ 68

　３　関係会社株式売却益 27 45

　４　貸倒引当金戻入額 4 45

　５　移転補償金 ─ 160

　６　事業移転利益 ※６ 151 ─

　７　合併差益 24 345 0.3 ─ 320 0.3

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※７ 86 ─

　２　固定資産除却損 ※８ 1,426 381

　３　減損損失 ※９ 58 296

　４　土地整備費用 311 26

　５　たな卸資産廃棄損 ※10 1,365 ─

　６　たな卸資産評価損 ※11 293 ─

　７　製品引取損失引当金
　　　繰入額

※11 2,453 ─

　８　製品取替回収損失 ※12 ─ 241

　９　事業構造改革費用 ※13 ─ 3,228

　10　損害賠償金 ─ 495

　11　投資有価証券評価損 37 ─

　12　関係会社株式評価損 84 ─

　13　貸倒引当金繰入額 45 ─

　14　ゴルフ会員権評価損 4 6,1665.0 ─ 4,6694.1

　　　税引前当期純損失 2,254△1.8 5,546△4.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

336 314

　　　法人税等調整額 △92 243 0.2 5,924 6,2385.4

　　　当期純損失 2,498△2.0 11,785△10.3
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製造原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 37,998 51.0 17,496 34.2

Ⅱ　労務費 16,735 22.5 15,767 30.9

Ⅲ　経費 ※１ 19,752 26.5 17,838 34.9

　　当期総製造費用 74,486100.0 51,102100.0

　　期首仕掛品たな卸高 2,665 5,463

　　他勘定より振替高 ※２ 5,489 911

　　　　　　合計 82,641 57,477

　　期末仕掛品たな卸高 5,463 3,678

　　他勘定へ振替高 ※３ 2,764 3,546

　　当期製品製造原価 74,412 50,253

　

（注）※１　経費の主な内訳は次のとおりである。

(前事業年度) (当事業年度)

外注加工費 4,092百万円 2,622百万円

減価償却費 3,248 3,572

業務委託手数料 2,494 2,046

電力料 1,649 1,628

　

※２　他勘定より振替高の内訳

(前事業年度) (当事業年度)

製品再加工受入高 2,518百万円 911百万円

合併による仕掛品受入高 2,970 ─

その他 0 ─

計 5,489 911

　

※３　他勘定へ振替高の内訳

(前事業年度) (当事業年度)

固定資産 794百万円 664百万円

有償支給 605 431

操業度差異 ─ 291

廃棄損 1,365 2,082

その他 ─ 76

計 2,764 3,546

　

○原価計算の方法

１　原価計算の計算期間は１ヶ月間で、標準原価計算の方法を採用している。

２　原価差額の配賦計算方法は法人税法の規定に従い、売上原価とたな卸資産に調整処理している。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 1,999 1,999

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △453 △453

　利益処分による役員賞与 △45 △45

　当期純損失 △2,498 △2,498

　自己株式の取得

　自己株式の処分 0 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

─ ─ 0 0 △2,997 △2,997

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 △997 △997

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △58 25,994 319 ─ 319 26,314

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △453 △453

　利益処分による役員賞与 △45 △45

　当期純損失 △2,498 △2,498

　自己株式の取得 △9 △9 △9

　自己株式の処分 0 0 0

　株主資本以外の項目の 
　事業年度中の変動額(純額)

△46 8 △37 △37

事業年度中の変動額合計(百万円) △8 △3,005 △46 8 △37 △3,043

平成19年３月31日残高(百万円) △67 22,988 273 8 281 23,270

（注）平成18年６月29日定時株主総会における利益処分項目である。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)
　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 0 11,063 △997 △997

事業年度中の変動額

　当期純損失 △11,785 △11,785

　自己株式の取得

　自己株式の処分 △0 △0 △0 △0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
(百万円)

─ ─ △0 △0 △11,785 △11,785

平成20年３月31日残高(百万円) 12,990 11,063 ─ 11,063 △12,783 △12,783

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △67 22,988 273 8 281 23,270

事業年度中の変動額

　当期純損失 △11,785 △11,785

　自己株式の取得 △4 △4 △4

　自己株式の処分 1 1 1

　株主資本以外の項目の 
　事業年度中の変動額(純額)

△191 △8 △200 △200

事業年度中の変動額合計(百万円) △2 △11,788 △191 △8 △200 △11,988

平成20年３月31日残高(百万円) △69 11,200 81 ─ 81 11,282
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

─────── 　　　当社は、資金調達の一環として、金融機関数社とシン

ジケートローン契約およびコミットメントライン契

約を締結している。当事業年度末において、両契約お

よび一部の個別金銭消費貸借契約において、財務制

限条項に抵触する事実が発生している。当該状況に

より、当事業年度末において継続企業の前提に重要

な疑義が存在していた。当社は、当該状況を解消すべ

く、親会社である日本電気㈱に対し、当社に対する融

資枠の設定を申し入れ、平成20年４月25日に当該融

資枠の設定につき契約を締結した。これにより、財務

制限条項の抵触による借入金の期限前返済の可能性

を考慮しても、今後の資金繰りについての懸念は生

じない。したがって、平成20年４月25日において、継

続企業の前提に関する重要な疑義は解消されてい

る。

　また、平成20年６月10日付にて、関係する全てのコ

ミットメントライン、シンジケートローン、個別金銭

消費貸借契約に関し、全貸付金融機関との間で、財務

制限条項を見直した変更契約が締結され、抵触の状

況は解消されている。

　　　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表に反映してい

ない。
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法に基づく原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　　同　左

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額　金

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法によっている。)

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　同　左

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法に基づく原価法

　　　時価のないもの

　　　　同　左

２　デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

　　の評価基準及び評価方法

　　　時価法

２　デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

　　の評価基準及び評価方法

　　　　同　左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　先入先出法に基づく原価法

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　同　左

４　固定資産の減価償却の方法 ４　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　定率法

　　　　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附

属設備を除く)については、定額法による。

　　　　なお、主な耐用年数は次のとおりである。

　　　　　建物　　　　　　　　　　15～38年

　　　　　機械及び装置　　　　　　４～12年

　(1) 有形固定資産

　　　建物(建物附属設備を除く) 

a 平成10年３月31日以前に取得したもの 

　旧定率法 

b 平成10年４月１日から平成19 年３月31日まで

に取得したもの 

　旧定額法 

c 平成19年４月１日以後に取得したもの 

　定額法

建物以外 

a 平成19年３月31日以前に取得したもの 

　旧定率法 

b 平成19年４月１日以降に取得したもの 

　定率法 

　 なお、主な耐用年数は次のとおりである。 

　建物　　　　　　 ８～38年 

　機械及び装置　　 ４～12年
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

─────── 　　（会計方針の変更） 

　法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更している。 

　これにより、営業損失、経常損失および税引前当

期純損失は、それぞれ160百万円増加している。

　　（追加情報） 

　当事業年度より、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が

終了しているものについては、償却終了年度の翌

事業年度から残存簿価を５年間で均等償却してい

る。 

　これにより、営業損失、経常損失および税引前当

期純損失は、それぞれ299百万円増加している。

　(2) 無形固定資産

　　　定額法

　　　　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

る。

　(2) 無形固定資産

　　　　同　左

　(3) 長期前払費用

　　　定額法

　(3) 長期前払費用

　　　　同　左

５　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　　売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため

設定しており、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ている。

５　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　　同　左

　(2) 賞与引当金

　　　　従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込

額に基づき当事業年度に見合う分を計上してい

る。

　(2) 賞与引当金

　　　　同　左

　(3) 役員賞与引当金

　　　　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上

している。

　　（会計方針の変更）

　　　 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号)を適用している。

　　　 ただし、当事業年度に対する役員賞与の支給見込み

がないため、引当金の計上はしていない。

───────

　(4) 製品引取損失引当金

　　　 顧客からの製品引取要請に伴って発生する損失に備

えるため、当事業年度末における損失見込額を計

上している。

───────
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(5) 退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認めら

れる額を計上している。

　　　　会計基準変更時差異は、15年による均等額を費用処

理している。

　　　　過去勤務債務については、その発生時の従業員の残

存勤務期間以内の一定の年数による定額法により

費用処理することとしている。

　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理することとしてい

る。

　(5) 退職給付引当金

　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認めら

れる額を計上している。

　　　　会計基準変更時差異は、15年による均等額を費用処

理している。

　　　　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より費用処理することとしている。

　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理することとしてい

る。

　(6) 役員退職慰労引当金

　　　　役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰

労金内規に基づく期末要支給額を計上している。

　(6) 役員退職慰労引当金

───────

　　（追加情報） 

　当社は、従来、役員に対する退職慰労金の支給に

充てるため、役員退職慰労金内規に基づく事業年

度末要支給額を計上してきたが、平成19年６月28

日開催の株主総会において、当社の取締役、監査役

に対する退職慰労金制度を廃止した。 

　これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、

当事業年度末における役員退任時の打ち切り支給

未払額61百万円については、「固定負債(その

他)」に含めて表示している。

６　リース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっている。

６　リース取引の処理方法

　　　同　左

７　ヘッジ会計の方法

　(1) ヘッジ会計の方法

７　ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

　　　　繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替予約が付

されている外貨建金銭債権債務等については、振

当処理を行っている。

　　　　また、金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしているので、特例処理を採用している。

　　　　同　左

　(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　ヘッジ手段　為替予約・通貨オプション・

　　　　　　　　金利スワップ

　　　　ヘッジ対象　外貨建金銭債権債務等・借入金

　　　　　　　　の利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同　左
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(3) ヘッジ方針

　　　　外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的

で為替予約取引および通貨オプション取引を行

い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに行っている。

 (3) ヘッジ方針

　　　　　同　左

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっている。

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　同　左

　

会計処理の変更

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等）

　　　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号)を適用している。

　　　これによる損益に与える影響はない。

　　　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

23,262百万円である。

　　　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

いる。

───────

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正）

　　　当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 

最終改正平成18年８月11日 企業会計基準第１号)及

び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平

成18年８月11日 企業会計基準適用指針第２号)を適

用している。

　　　これによる損益に与える影響はない。

　　　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

いる。

　

───────
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

　　　当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業

会計基準適用指針第10号)を適用している。

　　　当該会計基準の適用により、当社において、平成18年

４月１日にＮＥＣトーキン富山株式会社、ＮＥＣ

トーキン栃木株式会社、ＮＥＣトーキン兵庫株式会

社およびＮＥＣトーキン岩手株式会社の４社を吸収

合併した際に合併損失1,636百万円が発生したが、平

成18年３月期において合併損失に備えて計上した投

資損失引当金を当事業年度において全額取り崩した

ため、当事業年度の損益への影響はない。

　　　なお、合併損失と投資損失引当金取崩益は相殺したた

め、損益計算書には表示していない。 

　また、当社において、平成18年７月１日にトーキン

商工株式会社を吸収合併した際に発生した合併差益

を損益計算書の特別利益に計上することとなったた

め、従来の方法によった場合に比べ税引前当期純損

失が24百万円減少している。

　　　いずれの企業結合も同会計基準に規定する共通支配

下の取引に該当する。

　

───────

　

　表示方法の変更

　

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表）

　１　当事業年度から、「立替金」（当事業年度142百万

円）は、金額が僅少となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示している。

　２　当事業年度から、「電話加入権」（当事業年度18百

万円）は、金額が僅少となったため、無形固定資産の

「その他」に含めて表示している。

　３　当事業年度から、「設備支払手形」（当事業年度96

百万円）は、金額が僅少となったため、流動負債の

「その他」に含めて表示している。

（損益計算書）

　　　前事業年度において独立掲記していた「減価償却

費」（当事業年度27百万円）は、「営業外費用」の

100分の10を下回ったため、「その他」に含めて表示

している。

　

───────
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

※１　担保に供している資産は、次のとおりである。 ※１　担保に供している資産は、次のとおりである。

資産
金額
(百万円)

担保権の種類

建物 257工場財団抵当権

構築物 8

土地 2

計 268
　

資産
金額
(百万円)

担保権の種類

建物 553工場財団抵当権

構築物 7

土地 2

計 563
　

　　　同上に対する借入金 　　　同上に対する借入金

１年内返済予定の長期借入金 149(百万円)

長期借入金 50

計 199
　

１年内返済予定の長期借入金 40(百万円)

長期借入金 10

計 50

※２　関係会社に係る注記

　　　関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記された

もののほか、次のものがある。

※２　関係会社に係る注記

　　　関係会社に対する資産および負債には、区分掲記され

たもののほか、次のものがある。

資産

売掛金 11,180(百万円)

未収入金 9,189

長期未収入金 1,431

負債

買掛金 8,446(百万円)

預り金 1,292

新株予約権付社債 7,500

　

資産

売掛金 7,708(百万円)

未収入金 6,570

長期未収入金 1,205

負債
買掛金 7,792(百万円)

新株予約権付社債 7,500

　

※３　取得価額より直接控除している国庫補助金及び保

険差益

※３　取得価額より直接控除している国庫補助金および

保険差益

建物 　　 203百万円

機械及び装置 　　　24

工具器具及び備品 　　　 1

ソフトウェア 　　　 0

建物 　　 203百万円

機械及び装置 　　　24

工具器具及び備品 　　　 1

ソフトウェア 　　　 0

※４　期末日満期手形

　　 当事業年度末日満期手形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして処理している。

───────

　　 なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われた

ものとして処理している。

　　　　 支払手形　　　　　　　　　　　　　2百万円
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

　５　債務保証 　５　債務保証

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務
の内容

NEC東金電子
(呉江)有限公司

2,237

借入金等
に伴う債
務保証

NEC東金電子
(厦門)有限公司

826

NEC TOKIN
Electronics
(Philippines) Inc.

720

NEC TOKIN
Electronics
(Thailand) Co.,Ltd.

4,793

NEC TOKIN
Electronics
(Vietnam) Co.,Ltd.

708

NEC TOKIN
Europe GmbH

4

NEC東金電子
(呉江)有限公司

436
リース取
引に伴う
債務保証

計 9,728

　

保証先
保証金額
(百万円)

保証債務
の内容

NEC東金電子
(呉江)有限公司

3,481

借入金等
に伴う債
務保証

NEC東金電子
(厦門)有限公司

1,001

NEC TOKIN
Electronics
(Philippines) Inc.

420

NEC TOKIN
Electronics
(Thailand) Co.,Ltd.

5,034

NEC TOKIN
Electronics
(Vietnam) Co.,Ltd.

397

NT販売㈱ 1,510

NEC東金電子
(呉江)有限公司

277
リース取
引に伴う
債務保証NEC TOKIN 

Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd.

1,297

計 13,420

　

　６　配当制限に関する事項 　６　配当制限に関する事項

　　(1) シンジケートローンおよび借入金の一部につい

て、連結会計年度末における連結貸借対照表に示さ

れる純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予

約権および少数株主持分を控除した金額を216億円

以上に維持する特約が付されている。

　　(1)　　　同　左

　　(2) 平成18年９月26日に締結した短期型コミットメン

トライン契約において、各連結会計年度の決算期末

および中間期末の連結貸借対照表に示される純資産

の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権および

少数株主持分を控除した金額を216億円以上に維持

する特約が付されている。

　　(2)　　　同　左

　　(3) 平成18年３月30日に締結した長期型コミットメン

トライン契約において、各連結会計年度の決算期末

および中間期末の連結貸借対照表に示される純資産

の部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権および

少数株主持分の各金額を控除した金額を180億円以

上に維持する特約が付されている。

　　(3)　　　同　左

─────── 　　(4) 平成20年３月31日に締結した短期型コミットメン

トライン契約において、各連結会計年度の決算期末

および中間期末の連結貸借対照表における純資産の

部の金額から繰延ヘッジ損益、新株予約権および少

数株主持分を控除した金額を100億円以上に維持す

る特約が付されている。
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　 前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

※７　運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関

８社と限度額10,000百万円の短期型貸出コミットメ

ントライン契約を、長期の資金需要に対する備えと

して、取引金融機関10社と限度額10,000百万円の長

期型貸出コミットメントライン契約を締結してい

る。当事業年度末における貸出コミットメントライ

ンに係る借入金実行残高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

借入実行残高 300

差引額 19,700

※７　運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関

８社と限度額20,000百万円の短期型貸出コミットメ

ントライン契約を締結している。当事業年度末にお

ける貸出コミットメントラインに係る借入金実行残

高等は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 20,000百万円

借入実行残高 10,000

差引額 10,000

　８　財務制限条項

─────── 　　当社が締結している借入金契約に付されている財務

制限条項について、当事業年度において抵触してい

るものは以下のとおりである。なお、当該状況につい

ては、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象又は状況」に記載している。

　(1)シンジケートローン契約（締結日平成16年９月29

日、残高3,000百万円の契約、および締結日平成18年

９月27日、残高5,000百万円の契約）および一部の金

融機関との金銭消費貸借契約（締結日平成16年12月

29日、残高656百万円）

　①各連結会計年度末日における連結損益計算書に記

載される当期純損益を二期連続して損失としないこ

と。

　②各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記

載される純資産の部の金額から繰延ヘッジ損益、新

株予約権および少数株主持分の合計金額を控除した

金額を216億円以上に維持すること。

　(2)短期型コミットメントライン契約（締結日平成18

年９月26日、残高10,000百万円）

　　各連結会計年度の決算期および中間期の末日におけ

る連結貸借対照表における純資産の部の金額から繰

延ヘッジ損益、新株予約権および少数株主持分の合

計金額を控除した金額を216億円以上に維持するこ

と。

　(3)長期型コミットメントライン契約（締結日平成18

年３月30日、残高9,760百万円）

　　各連結会計年度の決算期および中間期の末日におけ

る連結貸借対照表における純資産の部の金額から繰

延ヘッジ損益、新株予約権および少数株主持分の合

計金額を控除した金額を180億円以上に維持するこ

と。

　　なお、平成20年６月10日付にて、関係する全てのコミッ

トメントライン、シンジケートローン、個別金銭消費貸

借契約に関し、全貸付金融機関との間で、財務制限条項

を見直した変更契約が締結され、抵触の状況は解消さ

れている。

　

次へ
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　関係会社との取引に係る注記

　　　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

※１　関係会社との取引に係る注記

　　　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

いる。

売上高 54,522百万円

製品・原材料仕入高
および外注加工費

73,568

受取配当金 2,181

売上高 56,992百万円

製品・原材料仕入高
および外注加工費

67,498

受取配当金 2,734

※２　他勘定より振替高の内訳

合併による製品受入高 4,343百万円 ───────

※３　他勘定への振替高の内訳 ※３　他勘定へ振替高の内訳

固定資産 0百万円

当期製品製造原価 2,518

販売費及び一般管理費 49

特別損失 293

2,861

当期製品製造原価 911百万円

販売費及び一般管理費 28

特別損失 16

957

※４　販売費に属する費用のおおよその割合は49％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

51％である。

　　　主要な費用および金額は次のとおりである。

※４　販売費に属する費用のおおよその割合は47％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

53％である。

　　　主要な費用および金額は次のとおりである。

運賃・荷造費 1,136百万円

貸倒引当金繰入額 6

販売手数料 1,106

諸手数料 1,422

従業員給料手当 2,897

賞与引当金繰入額 579

退職給付引当金繰入額 722

役員退職慰労引当金繰入額 25

通信交通費 744

減価償却費 205

研究開発費 3,244

運賃・荷造費 1,001百万円

貸倒引当金繰入額 141

販売手数料 924

諸手数料 1,214

従業員給料手当 2,826

賞与引当金繰入額 458

退職給付引当金繰入額 624

通信交通費 842

減価償却費 311

研究開発費 3,078

　　　なお、当期製造費用には研究開発費は含まれていな

い。

　　　なお、当期製造費用には研究開発費は含まれていな

い。

※５　固定資産売却益の主な内容は次のとおりである。

機械及び装置 12百万円

工具器具及び備品 13

土地 3

建設仮勘定 7

のれん 100

───────
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※６　事業移転利益の内容は次のとおりである。

光デバイス事業譲渡に伴う

移転利益
151百万円

───────

※７　固定資産売却損の主な内容は次のとおりである。

機械及び装置 77百万円

建設仮勘定 9

───────

※８　固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。 ※８　固定資産除却損の主な内容は次のとおりである。

建物 211百万円

構築物 4

機械及び装置 847

工具器具及び備品 14

建設仮勘定 348

建物 65百万円

機械及び装置 112

工具器具及び備品 9

建設仮勘定 193

※９　減損損失 ※９　減損損失

　　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

した。

　　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

した。

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休
宮城県 建物 14

仙台市 土地 8

遊休
宮城県

土地 15
伊具郡

遊休
宮城県 無形固定資産

（その他）
20

仙台市他

計 58

 

（百万円）

用途 場所 種類 金額

遊休
宮城県

土地 179
白石市

遊休
宮城県
仙台市他

機械及び装置、
車両運搬具、工
具器具及び備品

117

計 296

　（経緯）

　　　上記のうち宮城県仙台市の建物および土地について

は、当事業年度において遊休資産となり、不動産鑑定

評価額が資産簿価を下回っていたため、減損損失を

認識した。当該資産は平成19年３月に売却した。

　　　また宮城県伊具郡に所有する土地については現在遊

休資産となっており、地価が著しく下落しているた

め、減損損失を認識した。

　　　宮城県仙台市他の無形固定資産（その他）について

は、帳簿価額が正味売却価額まで回復が見込まれな

いと判断し、減損損失を認識した。　　

　（経緯）

　　　上記のうち、宮城県白石市の土地については、現在遊

休資産となっており、不動産鑑定評価額が資産簿価

を下回っていたため、減損損失を認識した。

　　　また、宮城県仙台市他の機械及び装置、車両運搬具、工

具器具及び備品については、製品生産終息に伴い将

来の使用が見込まれなくなった遊休資産につき減損

を認識したものであり、減損の内訳は、機械及び装置

100百万円、車両運搬具０百万円、工具器具及び備品

16百万円である。

　　　なお、この他に事業構造改革費用として702百万円の

固定資産の減損を計上している。

　（グルーピングの方法） 　（グルーピングの方法）

　　　当社においては、事業単位とする。また、将来の使用が

見込まれていない遊休資産については個々の物件単

位でグルーピングをしている。

　　　事業部門別を基本とし、将来の使用が見込まれていな

い遊休資産については、個々の物件単位でグルーピ

ングしている。

　（回収可能価額の算定方法等） 　（回収可能価額の算定方法）

　　　正味売却価額、不動産鑑定評価基準　 　　　遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によってお

り、土地については不動産鑑定評価額、また、その他

の資産については市場価額を参考に算定している。
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※10　たな卸資産廃棄損

　　　事業構造改革の一環として実施した製品構成の見直

し等による廃棄損である。

───────

※11　製品引取損失引当金繰入額及びたな卸資産評価損

　　　当社内の製造指示の不手際により、仕様と異なる製品

を製造したことを原因として、顧客からの製品引取

要請に伴って発生する損失見込額および当該製品の

評価損である。

───────

※12　製品取替回収損失

─────── 　　　製品の不具合により、顧客からの製品取替要請および

製品の回収に伴って発生した損失額である。

※13　事業構造改革費用

─────── 　　　海外メーカー向けの携帯電話用角型電池分野からの

撤退に伴い発生するたな卸資産の処分、生産設備の

廃棄、固定資産の減損による損失を計上した。

たな卸資産廃棄関連 2,100百万円

固定資産廃棄関連 426

固定資産減損関連 702

3,228

　　　上記のうち、固定資産減損関連702百万円については、

電池事業の構造改革に伴い将来の収益性の見直しを

行った結果、栃木県宇都宮市に所有する当該事業部

門資産グループの減損を認識したものであり、減損

損失の内訳は、建物65百万円、構築物13百万円、機械

及び装置478百万円、車両運搬具０百万円、工具器具

及び備品63百万円、建設仮勘定65百万円、ソフトウェ

ア１百万円、無形固定資産(その他)０百万円および

長期前払費用11百万円である。

　　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュフローを5.3%で割

り引いて算定している。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 107 14 0 121

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりである。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　14千株

　　減少数の主な内訳は、次のとおりである。

　　　単元未満株式の売渡請求による減少　　　 0千株

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株） 121 10 3 127

　

　　（変動事由の概要）

　　増加数の主な内訳は、次のとおりである。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　10千株

　　減少数の主な内訳は、次のとおりである。

　　　単元未満株式の売渡請求による減少　　　 3千株
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　（借主側）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　（借主側）

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 4,251 2,776 1,475

工具器具及び
備品

413 220 193

その他 5 4 0

4,670 3,001 1,669

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装置 1,443 472 971

工具器具及び
備品

397 269 127

その他 29 1 27

1,870 743 1,126

　　　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっている。

　　　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっている。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額 　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,798百万円

１年超 279

2,077

１年以内 305百万円

１年超 821

1,126

　　　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によっている。また、上記

の金額は、転貸リース取引に係る金額を含んでいる。

　　　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によっている。また、上記

の金額は、転貸リース取引に係る金額を含んでいる。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 956百万円

減価償却費相当額 956

支払リース料 693百万円

減価償却費相当額 693

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっている。

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　同　左
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

（貸主側）

(1) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 348百万円

１年超 60

408

　　　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が営業債権の期末残高等に占める割合が低い

ため、受取利子込み法によっている。また、上記の金

額は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース

料期末残高相当額である。転貸先は連結子会社１社

である。

　　　なお、借主側の残高は同額であり、借主側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれている。

　

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

（貸主側）

(1) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 51百万円

１年超 ─

51

　　　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が営業債権の期末残高等に占める割合が低い

ため、受取利子込み法によっている。また、上記の金

額は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース

料期末残高相当額である。転貸先は連結子会社１社

である。

　　　なお、借主側の残高は同額であり、借主側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれている。
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(有価証券関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)および当事業年度(自　平成19年４月１日　

至　平成20年３月31日)における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはない。

　

(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

１　繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産

　　　流動資産 　　　流動資産

　繰越欠損金 480百万円

　賞与引当金 910

　たな卸資産評価損 546

　固定資産除却損 329

　外国税額控除 737

　製品引取損失引当金 1,131

　その他 245

繰延税金資産小計 4,382

　評価性引当額 △756

繰延税金資産合計 3,625

　

　繰越欠損金 617百万円

　賞与引当金 783

　たな卸資産評価損 407

　固定資産除却損 159

　外国税額控除 479

　その他 171

繰延税金資産小計 2,619

　評価性引当額 △481

繰延税金資産合計 2,137

　

　　　固定資産 　　　固定資産

　繰越欠損金 2,163百万円

　外国税額控除 1,027

　退職給付引当金 1,889

　減損損失 325

　投資有価証券評価損 74

　その他 178

繰延税金資産小計 5,659

　評価性引当額 △1,219

　繰延税金負債相殺 △195

繰延税金資産純額 4,244

　繰越欠損金 5,577百万円

　外国税額控除 814

　退職給付引当金 2,039

　減損損失 726

　投資有価証券評価損 75

　その他 187

繰延税金資産小計 9,419

　評価性引当額 △9,419

繰延税金資産合計 ─

　繰延税金負債 　繰延税金負債

　　　固定負債 　　　固定負債

　その他有価証券評価差額金 185百万円

　その他 10

繰延税金負債合計 195

繰延税金資産相殺 △195

繰延税金負債純額 ─

　その他有価証券評価差額金 29百万円

繰延税金負債合計 29

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

　　　税引前当期純損失を計上しているため、記載していな

い。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の重要な差異の原因となった主な項目別の内

訳

　　　同　左
　

─────── ３　法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の修正額

　　　繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した

法定実効税率は、当期における税率の変更により

40.4％から40.6％に変更されている。この変更によ

る繰延税金資産、繰延税金負債および法人税等調整

額の金額に与える影響は軽微である。
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(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

（提出会社による連結子会社４社の吸収合併）

１　企業結合の概要

(1)被合併会社の名称及びその事業の内容

ＮＥＣトーキン富山㈱　　電子部品の製造販売 

　ＮＥＣトーキン栃木㈱　　電子部品の製造販売 

　ＮＥＣトーキン兵庫㈱　　電子部品の製造販売 

　ＮＥＣトーキン岩手㈱　　電子部品の製造販売

(2)企業結合を行った主な理由

組織および業務の簡素化、人員の流動化、機動的な事業再編の促進および事業運営の一体化などを

通じて、連結経営体制の最適化を図るためである。

(3)統合日（合併日) 

平成18年４月１日

(4)結合後企業の名称

ＮＥＣトーキン㈱

２　実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年12

月22日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っている。

当社が連結子会社４社より受け入れた資産および負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価

額により計上した。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と負ののれんの合計額から

減少純資産額を差し引いた金額を合併損失として計上したが、投資損失引当金取崩益と相殺したた

め、損益計算書には表示していない。

被合併会社から受け入れる資産および負債は次のとおりである。

合併による財産の引継

流動資産 23,983百万円 流動負債 30,115百万円

固定資産 15,914 固定負債 6,722

資産合計 39,897 負債合計 36,837

　

（提出会社による連結子会社１社の吸収合併）

１　企業結合の概要

(1)被合併会社の名称及びその事業の内容

トーキン商工㈱　　電子部品の製造販売

(2)企業結合を行った主な理由

組織および業務の簡素化、人員の流動化、機動的な事業再編の促進および事業運営の一体化などを

通じて、連結経営体制の最適化を図るためである。

(3)統合日（合併日)

平成18年７月１日
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(4)結合後企業の名称

ＮＥＣトーキン㈱

２　実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年12月22

日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っている。当社が

トーキン商工㈱より受け入れた資産および負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により

計上した。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と増加株主資本との差額を特別利益に

計上した。

被合併会社から受け入れる資産および負債は次のとおりである。

合併による財産の引継

流動資産 153百万円 流動負債 156百万円

固定資産 91

資産合計 244 負債合計 156

　

（光デバイス事業の事業譲渡）

１　事業分離の概要

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容

㈱精工技研　　光デバイス事業（内容：光通信デバイスの製造販売）

(2)事業分離を行った主な理由

経営資源を集中するために、光デバイス事業は、他社への譲渡が適切であると判断し、譲渡した。

(3)事業分離日

平成18年６月１日（事業譲渡日）

(4)事業分離の概要

当社が所有する光デバイス事業を譲渡した。なお、譲渡価額は971百万円である。

２　実施した会計処理の概要

本事業分離は、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平

成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）に準じた会計処理を適用した。受取対価と移転した事

業に係る資産の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額との差額は、移転利益として計上している。

３　事業の種類別セグメントにおいて、分離した事業が含まれていた事業区分の名称

（セグメント情報）に記載のとおり、当社は、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

該当する事項はない。

　

前へ　　　次へ
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 205円22銭１株当たり純資産額 99円50銭

１株当たり当期純損失 22円03銭１株当たり当期純損失 103円93銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載していない。
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載していない。
　

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 23,270 11,282

普通株式に係る純資産額(百万円) 23,270 11,282

普通株式の発行済株式数(千株) 113,516 113,516

普通株式の自己株式数(千株) 121 127

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(千株)　　　　　　　 113,394 113,388

　

２　１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純損失の算定に用いられた当期純損失調整額の主要な内訳(百万円)

損益計算書上の当期純損失(百万円) 2,498 11,785

普通株式に係る当期純損失(百万円) 2,498 11,785

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,402 113,391

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

当期純利益調整額(百万円) ― ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた

普通株式増加数の主要な内訳(千株)

　新株予約権 ― ─

普通株式増加数(千株) ― ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

株式の種類：普通株式
（新株予約権付社債） 同　左

株式の数：16,538千株
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　当社製電池パックおよび当社製電池セルを使用した電

池パックの取替・回収について

　平成19年６月13日、株式会社ウィルコムは、ＰＨＳ端末

（日本無線株式会社製）に搭載された当社製電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約13万４

千個）。さらに、平成19年６月14日、ＫＤＤＩ株式会社お

よび沖縄セルラー電話株式会社も、当社製電池セルを使

用した携帯電話端末（京セラ株式会社製）の電池パッ

クの取替・回収を発表した（取替対象個数は約６万９

千個＝京セラ株式会社への納入個数）。

　取替・回収の理由は、当社で平成18年９月より適用し

た生産ラインにおいて、製造上の問題により、電池内部

の電極と電池端子とを接続する部品と電池缶壁との間

隙が小さくなる場合があり、この間隙を更に狭める方向

に外部からの強い衝撃が加わると、稀に短絡、発熱し、膨

張する可能性があるというものである。発火・破裂に至

るものではなく、通常に使用している場合には発熱・膨

張などが起こることもない。

　なお、株式会社ウィルコムのＰＨＳでは、人的・物的被

害は無いが、市場で数件の不具合が発生している。株式

会社ウィルコムのＰＨＳ端末と同じセルを搭載してい

るＫＤＤＩ株式会社および沖縄セルラー電話株式会社

の携帯電話では、市場クレームは発生していない。

　当社は、本問題を改善する対策をとるとともに、株式会

社ウィルコムおよび日本無線株式会社、またＫＤＤＩ株

式会社、沖縄セルラー電話株式会社および京セラ株式会

社と連携をとり対応している。

　なお、本件に関わる回収費用は、現時点では未定である

が、今後当社の損益に影響を及ぼす可能性がある。

　

───────

　

前へ
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘　　柄 株　式　数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

　その他有価証券

　　日本電信電話㈱ 408 175

　　㈱七十七銀行 151,000 84

　　㈱リョーサン 31,794 74

　　住友信託銀行㈱ 78,000 53

　　三信電気㈱ 50,000 52

　　テルモ㈱ 10,000 52

　　アルプス電気㈱ 50,000 49

　　日本電産㈱ 7,924 47

　　㈱三井住友フィナンシャルグループ 65 42

　　オートモーティブエナジーサプライ㈱ 735 36

　　その他（29銘柄） 220

計 888

　
　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等(千口) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

　その他有価証券

　　株式投資信託
　　ダイワ・エコ・ファンド

46,693 33

計 46,693 33
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は

償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

　建物 26,847 779 404
(65)

27,22120,465 704 6,756

　構築物 2,709 74 39
(13)

2,744 2,146 69 598

　機械及び装置 45,6242,415
3,264
(579)

44,77535,0612,699 9,714

　車両運搬具 50 4
5
(0)

49 44 2 4

　工具器具及び備品 9,230 540
404
(80)

9,366 8,494 602 871

　土地 4,769 ─ 179
(179)

4,590 ─ ─ 4,590

　建設仮勘定 1,724 5,101
5,165
(65)

1,661 ─ ─ 1,661

有形固定資産計 90,9568,915
9,463

90,40866,2124,07824,196
(984)

無形固定資産

　特許権 8 ─ ─ 8 5 0 2

　商標権 0 ─ ─ 0 0 0 0

　意匠権 1 ─ ─ 1 0 0 1

　ソフトウエア 809 688
17
(1)

1,480 644 205 836

　ソフトウエア仮勘定 459 254 680 33 ─ ─ 33

　その他 46 ─
0
(0)

45 7 0 38

無形固定資産計 1,327 943
699
(2)

1,571 658 206 912

長期前払費用 295 78
11
(11)

362 320 64 41

繰延資産

　─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

繰延資産計 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　
(注) １　有形固定資産等の当期増加額は、新設および合理化のために取得したものであり、その主なものは次のとおり

である。

（建物）

エネルギーデバイス関係製造設備 57 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 220

ネットワークデバイス関係製造設備 17

仙台事業所リニューアル工事 372
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（機械及び装置）

エネルギーデバイス関係製造設備 933 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 715

ネットワークデバイス関係製造設備 401

　

（工具器具及び備品）

エネルギーデバイス関係製造設備 191 百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 97

ネットワークデバイス関係製造設備 87

　

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

（建物）

つくば３号サイトの除却 144 百万円

仙台事業所リニューアル工事 83

電池事業減損 65

（機械及び装置）

エネルギーデバイス関係製造設備 1,829百万円

ファンクショナルデバイス関係製造設備 654

ネットワークデバイス関係製造設備 125

　

　上記は、いずれも関係会社への生産移管に伴う売却、使用見込みのない機械装置の除却、ならびに減損によるもの

である。

　

（土地）

宮城県白石市遊休土地減損 179 百万円

　

３　当期減少額の(　　）内は内書きで、減損損失の計上額であり、この中には事業構造改革費用に計上している減損

損失も含んでいる。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 60 151 ─ 54 157

賞与引当金 2,256 1,927 2,256 ─ 1,927

製品引取損失引当金 2,803 ─ 2,734 68 ─

役員退職慰労引当金 76 ─ ─ 76 ─

(注)　１　貸倒引当金の当期減少額その他の内訳は以下のとおりである。

　　①一般債権の洗替処理による取崩　　　　　　　　　 9百万円

　　②貸倒懸念債権について財政状態の改善による取崩　45百万円

　　　２　製品引取損失引当金の当期減少額その他の68百万円は、引当金計上額と実際支払額との差額の戻入によるもので

ある。

　　　３　役員退職慰労引当金の当期減少額その他76百万円は、役員退職慰労金制度廃止によるものである。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区　分 金額(百万円)

現　金 8

預金の種類

当座預金 124

普通預金 8,654

別段預金 5

郵便貯金 0

小　計 8,785

合　計 8,794

　

②　受取手形

相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

㈱アルバック 14

㈱ヌマタ 6

ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱ 6

東海松下電工㈱ 5

ヤマニ商事㈱ 4

その他 8

合　計 44

　

期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成20年４月 6

平成20年５月 10

平成20年６月 17

平成20年７月 2

平成20年８月 5

平成20年９月 2

合　計 44
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③　売掛金

相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

NEC TOKIN Hong Kong Ltd. 3,951

台湾恩益禧東金股?有限公司 1,884

NT販売㈱ 1,233

NEC TOKIN Europe GmbH 961

NEC TOKIN Singapore Pte. Ltd. 697

その他 5,080

合　計 13,809

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　
前期繰越高
(百万円)
(Ａ)

当期発生高
(百万円)
(Ｂ)

当期回収高
(百万円)
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円)
(Ｄ)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
{(Ａ)＋(Ｄ)}÷２
(Ｂ)÷366

20,911 117,419 124,521 13,809 90.0 54.1

(注)　上記金額には消費税等が含まれている。

　

④　製　品

　

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 6,115

ネットワークデバイス 1,502

ファンクショナルデバイス 695

合　計 8,313

　

⑤　原材料

　

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 1,559

ネットワークデバイス 129

ファンクショナルデバイス 739

合　計 2,428

　

⑥　仕掛品

　

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 1,853

ネットワークデバイス 318

ファンクショナルデバイス 1,506

合　計 3,678
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⑦　貯蔵品

　

品名 金額(百万円)

エネルギーデバイス 86

ネットワークデバイス 108

ファンクショナルデバイス 97

合　計 292

　

⑧　未収入金

　

相手先 金額(百万円)

NEC 東金電子(呉江)有限公司 3,442

NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd. 1,491

NEC 東金電子(厦門)有限公司 870

NEC TOKIN Electronics(Vietnam)Co.,Ltd. 351

NEC TOKIN Singapore Pte. Ltd. 175

その他 942

合　計 7,274

　

⑨　関係会社株式

　

関係会社名 金額(百万円)

NEC TOKIN Electronics(Thailand)Co.,Ltd. 5,846

NEC TOKIN Singapore Pte. Ltd. 1,377

NEC TOKIN Electronics(Philippines)Inc. 1,335

NEC TOKIN America Inc. 1,268

NT販売㈱ 347

その他 768

合　計 10,943

　

⑩　関係会社出資金

　

関係会社名 金額(百万円)

NEC 東金電子(呉江)有限公司 4,611

NEC 東金電子(厦門)有限公司 2,977

NEC TOKIN Europe GmbH 891

NEC TOKIN Electronics(Vietnam)Co.,Ltd. 372

合　計 8,852
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⑪　支払手形

相手先別内訳

　

相手先 金額(百万円)

日電精密工業㈱ 58

かがつうシステム㈱ 38

㈱小松ライト製作所 21

㈱双葉ダイス 16

㈱野村電線 15

その他 24

合　計 174

　

期日別内訳

　

期日 金額(百万円)

平成20年４月 61

平成20年５月 52

平成20年６月 49

平成20年７月 7

平成20年８月 3

合　計 174

　

⑫　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

NECリース㈱ 2,679

NEC 東金電子(呉江)有限公司 2,337

NEC TOKIN Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 2,321

NEC 東金電子(厦門)有限公司 1,314

NEC TOKIN Electronics (Philippines) Inc. 745

その他 8,487

合　計 17,886

　

⑬　短期借入金

　

借入先 金額(百万円)

コミットメントライン 10,000

㈱三井住友銀行 400

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 300

住友信託銀行㈱ 200

合　計 10,901

(注)　シンジケートローンは、金融機関８社からなるシンジケート団からの借入金である。
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⑭　１年内返済予定の長期借入金

　

借入先 金額(百万円)

シンジケートローン 2,000

㈱三井住友銀行 1,365

住友生命保険(相) 749

住友信託銀行㈱ 682

第一生命保険(相) 520

その他 2,275

合　計 7,591

(注)　シンジケートローンは、金融機関８社からなるシンジケート団からの借入金である。

　

⑮　新株予約権付社債

　

区分 金額(百万円)

2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 15,000

合　計 15,000

　

⑯　長期借入金

　

借入先 金額(百万円)

コミットメントライン 9,760

シンジケートローン 6,000

㈱三井住友銀行 918

住友生命保険(相) 758

住友信託銀行㈱ 534

その他 2,060

合　計 20,030

(注)　シンジケートローンは、金融機関８社からなるシンジケート団からの借入金である。

　

⑰　退職給付引当金

　

区分 金額(百万円)

退職給付債務 △22,314

年金資産 10,389

会計基準変更時差異の未処理額 4,188

未認識過去勤務債務 △220

未認識数理計算上の差異 2,939

合　計 △5,017

　

　

　
(3) 【その他】

該当事項なし。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 100株未満株券　100株券　500株券　1,000株券　10,000株券　100,000株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　本店および全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料
無料
　但し、不所持株券の発行、喪失および汚損または毀損による再発行の場合は、１枚につ
き200円

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　本店および全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告により行ないます。ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して
行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の
とおりであります。(ホームページアドレス　http://www.nec-tokin.com/)

株主に対する特典 なし

（注）当社定款の定めにより、単元未満株式の権利を制限しております。その内容は、下記のとおりであります。

当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができません。

(1)　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4)　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当社に対し売渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)
有価証券報告書
およびその添付書類

事業年度
(第98期)

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

平成19年６月28日
関東財務局長に提出

　

(2)
有価証券報告書の
訂正報告書

平成19年６月28日提出の有価証券報告書
の訂正報告書

平成19年８月27日
関東財務局長に提出

　

(3)半期報告書
事業年度
(第99期中)

自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

平成19年12月25日
関東財務局長に提出

　

(4)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号および第19号の規定に基づく
臨時報告書であります。
（繰延税金資産の一部取崩し）

平成20年１月29日
関東財務局長に提出

　

(5)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号の規定に基づく臨時報告書で
あります。
（代表取締役の異動）

平成20年３月12日
関東財務局長に提出

　

(6)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号および第19号の規定に基づく
臨時報告書であります。
（電池事業の構造改革に係る特別損失の計
上）

平成20年３月25日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

ＮＥＣトーキン株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　沖　　　　 恒　 弘　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　佐　 藤　　孝　 夫　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　住　 田　　清　 芽　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＮＥＣトーキン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ＮＥＣトーキン株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月13日及び14日に電池パック及び電池セルを使

用した電池パックの一部取替・回収を発表した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

ＮＥＣトーキン株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　沖　　　　 恒　 弘　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　住　 田　　清　 芽　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　成　 田　　孝　 行　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているＮＥＣトーキン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ＮＥＣトーキン株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

ＮＥＣトーキン株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　沖　　　　 恒　 弘　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　佐　 藤　　孝　 夫　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　住　 田　　清　 芽　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＮＥＣトーキン株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第98期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＮＥＣトーキン株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年６月13日及び14日に電池パック及び電池セルを使

用した電池パックの一部取替・回収を発表した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

　

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。

　

EDINET提出書類

ＮＥＣトーキン株式会社(E01778)

有価証券報告書

119/120



独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

ＮＥＣトーキン株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　沖　　　　 恒　 弘　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　住　 田　　清　 芽　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　　成　 田　　孝　 行　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているＮＥＣトーキン株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第99期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＮＥＣトーキン株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

　

以　上

　

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。
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